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第10回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成22年３月18日) 

 

   第 10 回   熊本県議会 総務常任委員会会議記録 

 
平成22年３月18日(木曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時２分休憩 

            午後１時４分開議

            午後２時13分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第46号 平成22年度熊本県一般会計予

算   

 議案第50号  平成22年度熊本県収入証紙特

別会計予算    

 議案第58号  平成22年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計予算  

 議案第62号 平成22年度熊本県公債管理特

別会計予算    

 議案第67号 熊本県内部組織設置条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第68号 熊本県報酬及び費用弁償条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第69号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について  

 議案第70号 熊本県財産条例の一部を改正

する条例の制定について  

 議案第71号 熊本県産業廃棄物税条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第72号 熊本県水とみどりの森づくり

税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第73号 熊本県住民基本台帳法施行条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 議案第74号 熊本県石油コンビナート等防

災本部条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議案第88号 包括外部監査契約の締結につ

いて 

 議案第89号 全国自治宝くじ事務協議会へ

の相模原市の加入及びこれに伴う全国

自治宝くじ事務協議会規約の一部変更

について   

 議案第90号 市町の境界変更について 

 請第33号 私学助成の充実強化に関する請

願 

 請第37号 八代・天草架橋建設に係る調査

に関する請願 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

 ①地方自治法施行60周年記念貨幣について 

 ②熊本私学夢プランについて 

 ③「熊本県次世代育成支援行動計画（後期

計画）」の策定について 

 ④政令指定都市・市町村合併の推進につい

て 

 ⑤チリ大地震による津波警報への対応につ

いて 

 ⑥川辺川ダムに関する最近の状況について 

     ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 田 代 国 広 

委  員 鬼 海 洋 一 

委  員 竹 口 博 己 

委  員 馬 場 成 志 

委  員 大 西 一 史 

委  員 中 村 博 生 

          委  員 内 野 幸 喜 

欠席委員（なし）            

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総合政策局 
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                  局 長 安 倍 康 雄 

      総括審議員兼次長 黒 田   豊 

    首席政策審議員兼      

      企画調整課長 神 谷 将 広 

             政策調整監  坂 本      浩 

               秘書課長 向 井 康 彦 

        広報課長 濱 名 厚 英 

 総務部 

         部 長  松 山 正 明 

         次 長 瀬 口   豊 

         次 長 田 崎 龍 一 

            危機管理監  富 田 健 治 

        人事課長 豊 田 祐 一 

      総務事務センター長  高 嶋 裕 治 

    首席総務審議員兼 

           私学文書課長 広 崎 史 子 

        首席総務審議員兼 

        財政課長 田 嶋   徹 

        管財課長 松 田 良 治 

               税務課長 佐 藤 幸 男 

          市町村総室長  楢木野 史 貴 

   市町村総室副総室長  五 嶋 道 也 

   危機管理・防災消防 

         総室長 若 杉 鎭 信 

   危機管理・防災消防 

      総室副総室長 佐 藤 祐 治 

   男女参画・協働推進 

          課長 中 園 幹 也 

 地域振興部 

         部 長 坂 本      基 

          次 長  松 見 辰 彦 

         次 長 河 野   靖 

       地域政策課長 小 林 弘 史 

 川辺川ダム総合対策課長  古 里 政 信 

      情報企画課長 松 永 康 生 

    首席政策審議員兼 

           文化企画課長 山 野 陽 一 

         交通対策総室長  髙 田 公 生 

  交通対策総室副総室長 田 代 裕 信 

           統計調査課長  佐 伯 康 範 

 出納局 

    会計管理者兼出納局長 宮 田 政 道 

             会計課長  田 上   勲 

            管理調達課長 清 田 隆 範 

 人事委員会事務局 

         局 長 中 村 和 道 

      首席総務審議員兼          

         総務課長 田 中   明 

              公務員課長 松 見   久 

 監査委員事務局 

         局 長 林 田 直 志 

       首席監査審議員兼 

                  監査監 藤 川    昭 

         監査監 柳 田  幸 子 

                  監査監 山 中 和 彦 

 議会事務局 

                  局 長 井 川 正 明 

                次 長 高 橋 雄 二 

       首席総務審議員兼 

            総務課長 吉 良  洋 三 

                議事課長 東    泰 治 

      政務調査課長 船 越 宏 樹 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 和 彦 

   政務調査課課長補佐  後 藤 勝 雄 

――――――――――――――― 

  午前10時開議 

○森浩二委員長 おはようございます。ただ

いまから第10回総務常任委員会を開会いたし

ます。 

 それでは初めに、今回付託された請第37号

について、提出者から趣旨説明の申し出があ

っておりますので、これを許可したいと思い

ます。 

 請第37号についての説明者を入室させてく

ださい。 

  （請第37号の説明者入室) 

○森浩二委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており
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ますので、説明は簡潔にお願いします。説明

をよろしくお願いします。 

  （請第37号の説明者の趣旨説明) 

○森浩二委員長 趣旨はよくわかりました。

後でよく審査しますので、本日はこれにてお

引き取りください。 

  （請第37号の説明者退室) 

○森浩二委員長 次に、本委員会に付託され

た議案等を議題とし、これについて審査を行

います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。なお、審査を効率よく進めるために、執

行部の説明は簡潔にお願いします。また、説

明等を行われる際は、立ち上がって一礼し、

着席の上説明を行ってください。 

 それでは、総務部長から総括説明をお願い

します。 

 

○松山総務部長 議案の概要について御説明

申し上げます前に、昨日からの報道にもござ

いましたように、球磨地域振興局の職員が逮

捕されましたことに対し、県民の皆様並びに

県議会の皆様に深くおわびを申し上げます。 

 今後、早急に事実の把握に努め、厳正に対

処するとともに、さらなる綱紀粛正の徹底を

図り、全職員がこれまで以上に全体の奉仕者

としての自覚を高め、県民の信頼を回復して

まいりたいと考えておるところでございま

す。 

 それでは、今回提案申し上げております議

案の概要について御説明を申し上げます。 

 平成22年度当初予算は、蒲島知事が任期後

半に向けて編成する予算といたしまして、く

まもとの夢実現を加速化させる事業への重点

化を図りますとともに、県内の景気浮揚や雇

用確保に積極的に対応することといたしてお

ります。 

 特に、平成23年春の九州新幹線全線開業、

政令指定都市の実現など、熊本が大きく動き

出す中で、これまでの取り組みの充実強化を

図ることはもちろん、将来の熊本の礎を築い

ていく事業を新たに展開することといたして

おります。 

 また、危機的な財政状況の克服と持続可能

な行財政システムの構築を目指した財政再建

戦略の取り組みを着実に進めますことによ

り、財政再建との整合も図ることといたした

ところでございます。 

 この結果、平成22年度一般会計当初予算の

規模は7,154億円となりまして、対前年度比

0.5％の減となっているところでございま

す。 

 特に、投資的経費につきましては、前年度

に比べましてマイナス14％、219億円の減と

なっておりますが、新幹線建設負担金の大幅

な減少や国の公共事業が大幅に削減される一

方で、経済対策の基金を活用した事業などの

大幅な追加によりまして、新幹線建設負担金

を除きますと、前年度に比べてマイナス1.1

％、15億円の減にとどまっておるところでご

ざいます。 

 また、雇用対策につきましては、緊急雇用

創出基金事業57億円などを確保いたしまし

て、約5,400人の雇用創出を見込んでおると

ころでございます。 

 また、このほか熊本県内部組織設置条例の

一部を改正する条例等の条例案件につきまし

ても、あわせて御提案を申し上げておりま

す。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、詳細な内容

及び条例等議案につきましては各課長、総室

長からそれぞれ御説明申し上げますので、よ

ろしく御審議をいただきますようお願い申し

上げます。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、財政課長から、平成

22年度当初予算の概要について説明をお願い
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します。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。資料

の１ページをお願いします。 

 まず、予算編成の基本的な考え方について

ですが、総務部長の総括説明と重複しますの

で、説明は省略させていただきます。 

 次に、当初予算の特色から説明させていた

だきます。 

 １点目は、くまもとの夢４カ年戦略の加速

化に資する事業への重点化でございます。 

 くまもと夢づくり推進枠、約18億円でござ

いますが、これを活用し、農林水産業の可能

性の大きな飛躍など、５つの方向性に沿った

事業に重点化を図ることにより、夢４カ年戦

略に基づく取り組みを加速化させることとし

ております。 

 ２点目は、景気浮揚や雇用対策への対応で

ございます。 

 平成22年度当初予算の規模は7,154億円

と、対前年度比39億円の減、マイナス0.5％

になります。 

 特に、投資的経費につきましては、前年度

に比べ219億円の減、マイナス14％となって

おりますが、新幹線建設負担金の大幅な減少

や国の公共事業が大幅に削減される一方で、

経済対策の基金を活用した県単独事業の大幅

な追加により、新幹線建設負担金を除くと、

前年度に比べまして15億円の減、マイナス1.

1％の規模となっております。 

 また、雇用対策につきましては、緊急雇用

創出基金事業57億円、ふるさと雇用再生特別

基金事業24億円を確保し、約5,400人の雇用

創出につなげてまいりたいというふうに考え

ております。 

 次に、２ページをお願いします。 

 ３点目としては、財政再建に向けた取り組

みでございます。 

 まず(1)の財源不足の解消についてです

が、財政再建戦略では、平成22年度における

財源不足額は約10億円と見込んでおりまし

た。しかしながら、その後の長引く景気低迷

の影響等が、平成21年度に引き続き県税収入

の大幅な減少、マイナス188億円ほどになり

ます。また、繰越金等の減少、マイナス111

億円ということで、合わせますと約300億円

ほどの財源不足が生じております。 

 このような形で県財政を直撃しておること

から、このような状況に的確に対応するた

め、職員数削減や職員給与のカットなど、財

政再建戦略に掲げた取り組みを着実に進める

とともに、予算編成過程において歳入、歳出

両面におけるさらなる見直しに取り組みまし

た。 

 さらに、地方交付税等の増額など、地方財

政対策の適切な実施も見込まれることから、

どうにか財源不足を解消し、収支均衡を図っ

た上で、今回予算案として提出しておりま

す。 

 次に、財政調整用４基金につきましては、

当初予算編成後の残高は、財政再建戦略の目

標である53億円を維持しております。 

 また(3)の県債残高の増加を招かない財政

体質の堅持、いわゆるプライマリーバランス

の維持についてでございます。 

 当初予算編成後における地方交付税の代替

財源である臨時財政対策債などを除いた通常

債の新規発行額を、元金償還額以下に抑制し

ております。 

 この結果、当初予算編成後の平成22年度末

県債の残高は、通常債ベースでは１兆412億

円、対前年度比240億円の減でございます

が、総額では、先ほど説明しましたように、

臨時財政対策債等がふえました結果、１兆3,

566億円、対前年度比343億円の増となる見込

みでございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 (4)の中期的な財政収支の試算についてで

ございます。 

 財政再建戦略の公表時には、毎年度、当初
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予算案とあわせて見直し公表を行うというこ

ととしておりました。しかし、政権交代によ

りまして、子ども手当の制度改正、公共事業

の取り扱いなど、今後非常に予想しにくいも

のもございます。また、国におけるさまざま

な制度改正の詳細とか、本県予算への影響、

国の概算要求等を見きわめた上で、今年度の

９月ごろをめどに見直し公表を行いたいとい

うふうに考えております。 

 次に、一般会計当初予算の規模は、先ほど

も説明しましたように、7,154億円、対前年

度比39億円、0.5％の減となりますが、これ

は、経済対策に伴う基金事業の追加等による

物件費、その他、公債費が増加する一方で、

人件費の減や新幹線負担金の減、国の公共事

業の削減に伴い投資的経費が減少するためで

ございます。 

 ４ページと５ページでは、平成22年度当初

予算の各会計ごとの内訳を一覧表でお示しし

ております。 

 次に、６ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 １の県税は、厳しい経済情勢を反映し、法

人事業税等の減収により1,256億円、対前年

度比13％の減となっております。 

 ３の地方譲与税は、平成22年度から制度が

本格化する地方法人特別譲与税の増収などに

より210億円、対前年度比43.4％の増となっ

ております。 

 ５の地方交付税は、2,197億円、対前年度

比4.3％の増となっております。 

 次に、７ページをお願いします。 

 12の繰入金は、財政調整用４基金からの繰

入金が大幅に減少する一方で、国の経済対策

に伴い造成した基金からの繰入金の増によ

り、325億円、対前年度比24.9％の増となっ

ております。 

 15の県債は、臨時財政対策債が増加する一

方で、新幹線建設事業負担金の減や国の公共

事業の削減に伴う土木、農林水産の起債の減

などにより、1,239億円、対前年度比5.2％の

減となっております。 

 次に、８ページをお願いします。 

 歳出予算を性質別に整理したものでござい

ます。 

 まず、１の一般行政経費は、4,608億円、

対前年度比3.7％の増となっております。(1)

の人件費は、人事委員会勧告によります期末

手当等の減によりまして、また定員管理計画

に基づく職員数の削減もあり、2,190億円、

対前年度比1.7％の減となっております。(2)

の扶助費は、高齢者関係経費の自然増や子ど

も手当創設に伴う市町村交付金の増が約33億

円見込まれます一方で、熊本市の児童相談所

の設置とか合併に伴う事務移譲がございまし

て、その分が約33億円ございます。そのた

め、755億円と、前年度とほぼ同じ水準でご

ざいます。(3)の物件費は、266億円、対前年

度比10.4％の増、(4)その他は、1,397億円、

対前年度比14.4％の増となっておりますが、

この(3)(4)は、これらは安心こども基金を活

用したひとり親家庭等在宅就業推進事業な

ど、経済対策で造成した基金を活用する事業

が増加したことや中小企業の金融総合支援事

業の増などによるものでございます。 

 次に、９ページをお願いします。 

 ２の投資的経費は、1,342億円、対前年度

比14％の減となっておりますが、先ほど御説

明したように、新幹線建設負担金を除くと、

前年に比べると1.1％の減になっておりま

す。 

 ３の公債費は、満期一括償還債の積み立て

分の増などにより、1,139億円、対前年度比

1.2％の増となっております。 

 10ページは、先ほども御説明した投資的経

費の状況を13カ月予算として整理したもので

ございます。 

 11ページは、地方債の概要でございます。 

 利率につきましては、前回の委員会で御指

摘がありましたように、高過ぎるんじゃない
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かというようなお話もありました。そのた

め、各県の状況とか本県の資金調達、さらに

は国債の利率などを考慮しまして、これまで

年10％以内としておりましたものを、年５％

以内と変更しております。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

 

○森浩二委員長 次に、各課の説明に入りま

すが、まず人事課長に各課共通の職員給与に

ついて説明を求めた後、関係課長から順次説

明をお願いします。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 職員給与費につきましては、各課に共通す

る事項でございますので、人事課から先に説

明させていただきます。説明資料の17ページ

をお願いいたします。 

 人事課の例で御説明いたします。 

 資料上段の一般管理費でございますが、平

成22年度は７億3,900万円余を計上しており

ます。 

 その内訳は、右の説明欄にございますが、

(1)の職員給与費４億300万円余につきまして

は、平成22年１月１日現在の人事課職員44名

分の平成22年度における給与でございます。

また(2)時間外勤務手当災害保留分３億3,600

万円余につきましては、年度途中の災害等の

特殊事情等の対応分として、時間外勤務手当

の一部を人事課で一括計上しているものでご

ざいます。 

 人事課の一般管理費は、前年度と比較いた

しまして9,400万円余の減となっております

が、この主な理由は、職員給与費につきまし

て、人事異動等によりまして前年度に比べま

して職員数が減となっていることのほか、人

事委員会勧告によります給与月額及び期末勤

勉手当の引き下げが行われたことなどによる

減額となったためでございます。 

 他の所属の職員給与費につきましても、積

算方法自体は、人事課と同様に、本年１月１

日時点での職員数及び給与額をもとに積算し

ております。この後の職員給与費の各課から

の説明は省かせていただきたいと存じますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○神谷企画調整課長 企画調整課でございま

す。よろしくお願いします。 

 資料の13ページをお願い申し上げます。 

 計画調査費といたしまして、7,270万円余

を計上いたしております。右側の説明欄で主

なものについて御説明を申し上げます。 

 １の開発促進費のうち(1)広域開発行政促

進事業でございますが、こちらは全国知事会

などへの負担金などということで、1,400万

円程度計上をいたしてございます。 

 次に、２の企画推進費でございますが、こ

の中で(4)「くまもとの夢」政策推進事業に

つきましては、これまでの政策企画事業です

とかくまもと未来会議事業など、類似の目的

を持った事業を統合いたしまして増額したも

のでございます。知事のトップマネージメン

トの補佐ですとか、政策の企画調整機能の強

化に必要な経費といたしまして、4,370万円

余を計上いたしております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○向井秘書課長 秘書課でございます。資料

の14ページをお願いいたします。 

 一般管理費のうち、庁費として2,880万円

余を計上いたしております。これは、知事、

副知事の活動費を含め、秘書課運営事務費等

の経費でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○濱名広報課長 広報課でございます。資料

は15ページをお願いいたします。 
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 広報費につきまして、２億7,130万円余の

予算を計上しております。 

 説明欄でございますが、１の広報事業費の

２億5,460万円余につきましては、県の重要

な施策等の情報を新聞、広報誌、テレビ、ラ

ジオ、インターネット等を活用して提供する

ための経費及び全国に向けて熊本をＰＲして

いくための経費でございます。(8)番が新規

事業でございまして、九州新幹線が全線開業

をいたします平成22年度に、首都圏をメーン

ターゲットとして広報展開を強化し、熊本の

知名度をさらに上げていきたいと考えており

ます。 

 ２の広聴事業費の170万円余につきまして

は、県政についての御意見、御提言をいただ

き、県政に反映させるための広聴事業に関す

る経費でございます。 

 ３の広報諸費1,490万円余につきまして

は、県庁の受け付け業務や県民行政相談室の

運営等に関する経費でございます。 

 以上でございます。よろしく御審議のほど

お願いいたします。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。17ペ

ージをお願いいたします。 

 資料中段の人事管理費でございますが、58

億600万円余を計上しております。右の説明

欄をごらんください。 

 ２の人事管理費5,200万円余でございます

が、新規事業として、(6)新たな職員表彰制

度でございます知事表彰事業経費49万円余、

それから(7)でございますが、総務部長秘書

を民間委託に切りかえるための総務部長秘書

事務委託費330万円余、それから(8)、これは

総務部内の所属におきまして、新たな政策立

案でありますとか、突発的な政策的課題など

に対応するための総務部政策調整事業費500

万円などを計上しておるところでございま

す。 

 また、３の退職手当として57億2,300万円

余、４の職員研修費として2,900万円余を計

上しております。 

 人事管理費につきましては、前年度と比較

して８億3,000万円余の増額となっておりま

すが、その主な理由は、来年度、平成22年度

末の定年退職者が170名ということで、本年

度より30名ほど増加することによります退職

手当の増加であります。 

 最後に、下段の失業対策総務費についてで

ございますが、平成21年度は、雇用対策とし

て臨時職員等に係ります人件費３億円を人事

課に一括計上しておりましたが、平成22年度

からは人事課で一括計上はせず、実際に臨時

職員等を雇用する各所属におきまして予算計

上を行うこととしたために、平成22年度の予

算額はゼロとなっているものでございます。 

 以上、人事課予算総額65億4,600万円余で

ございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○高嶋総務事務センター長 総務事務センタ

ーでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、資料の18ページをお願いいたし

ます。主な内容を御説明いたします。 

 まず、２段目の人事管理費として11億4,10

0万円余をお願いしておりますが、主な内訳

として、説明欄の１の人事管理費関係１億6,

000万円余は、総務事務センターで県庁の庶

務事務を集中処理しておりますが、ことし４

月からは教育委員会まで集中化の範囲が広が

ります。(1)の総務事務センター運営費が年

間の事務費、(2)の庶務事務システム等運用

費の方が、集中処理の基盤となります庶務事

務システムの改修等や年間の保守管理、機器

リース等に必要な経費でございます。 

 また、次の２の職員複利厚生費５億9,000

万円余は、県職員の福利厚生全般に係る経費

でございますが、(3)の職員住宅等管理事業

は、職員住宅に係る建設費の償還、これが大
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部分でございまして、職員住宅の維持、補修

及び老朽化によります廃止住宅の処分手続に

係る経費を含めて５億2,300万円余を計上し

ております。 

 また、３の子ども手当関係費は、22年４月

から子ども手当が創設される見込みでござい

ますので、小学校卒業までの子を扶養します

県職員に対して支給していた児童手当を、対

象者を拡大し、交付額も増額されることに伴

いまして、22年度分の子ども手当として、前

年当初より約２億2,000万円増の３億9,000万

円余を見込んでおります。これが人事管理費

増の主要な理由ともなっております。 

 以上、総務事務センターとしては、総額15

億3,100万円余をお願いしております。よろ

しく御審議のほどお願い申し上げます。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。資料の19ページをお願いいたします。 

 ２段目、文書費5,100万円余は、説明欄に

記載しておりますが、文書管理システム、県

の例規データベースの維持管理等の文書関係

事務、情報公開や新公益法人制度の推進、県

公報発行等のために要する経費でございま

す。 

 最後の段、私学振興費105億5,000万円余

は、私学振興のための各種助成費でございま

す。主な内容につきまして、20ページをごら

んください。 

 説明欄(1)私立高等学校等経常費助成費補

助は、私立幼稚園・中学・高校等への経常的

経費の補助を行うものです。(5)番、私立高

等学校授業料減免補助は、経済的理由により

就学が困難な生徒に係る授業料の減免を行う

私立高等学校に対する補助金でございます。

(6)私学夢教育事業は、後ほど御報告いたし

ます熊本私学夢プランに基づきまして実施す

る私学振興のための各種事業に要する経費で

ございます。(7)私立高等学校等就学支援金

事業は、私立学校生徒の授業料負担軽減のた

めの国の支援金給付事業で、約22億円余を計

上しております。(8)過疎私立高等学校対策

費補助等の２億6,000万円余は、毎年度実施

しております私学支援事業13事業をまとめて

計上しております。 

 21ページをお願いいたします。 

 大学費約９億1,100万円余は、公立大学法

人熊本県立大学の業務の財源に充てるための

運営費交付金等でございます。 

 次の債務負担行為の設定でございますが、

これは、私立学校が施設整備を行うために私

立学校振興共済事業団から借り入れた資金に

つきまして、当該学校法人に対して利子負担

の軽減を図るための助成でございます。借り

入れ利率の1.5％を超える分について、利子

補給期間を10年として債務負担行為を設定し

ております。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。資料

22ページをお願いします。 

 まず、一般管理費のうち、説明欄の２、庁

費につきましては、職員の赴任旅費などを全

庁分の共通経費として財政課で一括計上して

おります。 

 次の財政管理費のうち、説明欄の１、財政

管理費は財政課の運営費、２から５につきま

しては、それぞれの基金の利子を積み立てる

ものでございます。 

 次の諸費は、東京事務所の管理運営費でご

ざいます。 

 次の元金、利子、公債諸費につきまして

は、県債の元金や利子の償還、発行に要する

手数料等を計上しております。それぞれ公債

管理特別会計の繰出金がございますが、これ

らにつきましては後ほどまとめて御説明いた

します。 

 １番下の予備費でございますが、これは臨

時的な支出に充てるための費用でございま
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す。 

 23ページをお願いします。 

 公債管理特別会計ですが、これは、市場公

募債や借換債の発行及び償還を一般会計と区

分するために、平成16年度に設置して経理し

ているものでございます。 

 まず、元金につきましては、説明欄の１、

２は元金償還の所要額を計上しております。

３につきましては、市場公募地方債の満期一

括償還に備えて、その償還原資を計画的に積

み立てるものでございます。 

 次の利子は、割引料や利子の所要額を計上

しております。 

 なお、説明欄に、平成22年度の全国型市場

公募地方債の発行についてまとめておりま

す。平成22年度は、共同発行債を300億円、

個別発行債を200億円発行する予定としてお

ります。 

 次の公債諸費は、市場公募地方債の発行に

要する手数料及び金融機関向けの熊本県のＰ

Ｒ経費、いわゆるＩＲ活動経費を計上してお

ります。 

 24ページをお願いします。 

 こちらは債務負担行為の設定でございま

す。 

 先ほど御説明いたしました全国型市場公募

地方債の発行額――けたが多いんですけれど

も、１兆5,900億円、これを共同発行いたし

ます35団体で連帯債務を負うものでございま

す。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

○松田管財課長 管財課でございます。資料

25ページをお願いいたします。 

 中段の人事管理費でございます。 

 前年度、旧熊本会館解体経費等として１億

4,100万円余を計上しておりましたが、この

物件は、平成21年度、東京都港区に売却した

ため、本年度の予算はゼロ円となっておりま

す。 

 下段の財産管理費につきましては、７億7,

300万円余を計上しております。 

 前年度に比べて２億1,300万円余の減とな

っておりますが、これは旧免許センターの解

体工事が終了したことなどによるものでござ

います。内容につきましては、説明欄をごら

んいただきたいと思います。 

 １の財産管理費として２億5,500万円余で

ございますが、その内訳は、(1)県有物件の

火災共済事業に伴う共済掛金等でございま

す。(2)は、職員住宅や貸付財産などが所在

する市町村に支払う固定資産税にかわる交付

金でございます。 

 次に、２の財産管理処分費1,100万円余で

ございますが、これは普通財産の売却のため

に必要な不動産鑑定料や除草経費等でござい

ます。 

 ３の庁舎等管理経費５億600万円余でござ

います。(1)は、県庁舎等の光熱水費及び警

備等に要する経費でございます。(2)は、県

庁舎等の清掃、空調及び給排水等の維持補修

費でございます。(3)は、県庁舎の電話設備

の賃借料、電話交換業務委託費及び公用車の

維持管理経費でございます。 

 管財課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○佐藤税務課長 税務課でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 資料の26ページをお願いいたします。 

 まず、税務総務費でございますが、職員給

与費を除きますと８億2,000万円余でござい

まして、税務の基本的な事務管理経費でござ

います。 

 この中で、３、納税奨励費につきまして

は、県税の広報、租税教育の推進、軽油引取

税特別徴収事務取扱交付金等に要する経費で

ございます。６の県税事務オンラインシステ

ム維持管理費につきましては、県税システム

の維持管理に要する経費でございます。その
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ほか、本庁出先を含む税務行政の管理運営費

などでございます。 

 次に、２段目の賦課徴収費をお願いいたし

ます。 

 43億400万円余につきましては、税の徴収

に直接関係する経費でございまして、県税の

賦課徴収に要する経費、市町村で賦課徴収い

たします個人県民税、国で賦課徴収いたしま

す地方消費税の徴収取り扱いに要する経費、

そして県税過誤納還付金でございます。 

 なお、この賦課徴収費が前年との比較で11

億8,500万円余の減となっておりますが、こ

れは県税過誤納還付金が減少することによる

ものでございます。 

 次の欄のゴルフ場利用税交付金から27ペー

ジの株式等譲渡所得割交付金につきまして

は、おのおのの税収の一定割合を市町村へ交

付する経費、また地方消費税などを各都道府

県と精算するものでございまして、各税収に

応じまして必要額を計上しております。税収

の減により、15億4,900万円余の減額となっ

ております。 

 以上でございます。よろしく御審議お願い

いたします。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 資料の28ページをお願いいたします。 

 初めに、地域振興局費６億955万円でござ

いますが、これは県内10総合庁舎の維持管理

及び運営に要する経費でございます。主なも

のを御説明いたします。 

 (4)総合庁舎施設整備費でございますが、

地域における防災拠点施設である総合庁舎の

耐震改修工事費、今年度、玉名・天草総合庁

舎分を計上しております。この分が非常に前

年との比較で大きくなっている分でございま

す。 

 ちなみに、今年度、鹿本、菊池、上益城の

総合庁舎の工事を行っておりますけれども、

これは年度としましては20年度の予算で、繰

越事業として施行しております。 

 (5)地域振興局緊急課題対応等事業でござ

いますが、緊急雇用創出基金事業を活用した

事業でございまして、振興局における地域振

興や権限移譲業務等の事務補助職員の雇用に

要する経費でございます。 

 次に、自治振興費16億3,629万円余でござ

いますが、主なものは(2)の権限移譲事務市

町村交付金9,209万円余は、県から市町村に

権限移譲している事務の処理に要する経費に

対する交付金でございます。今年度、人件費

単価のアップ、それから事前準備金に要する

経費を特別交付金として新たに設けたこと等

により、前年度より4,900万円余りの増額と

なっております。 

 (6)政令指定都市移行支援事業費の566万円

ですけれども、これは熊本市の政令市移行に

向けた各種事業等支援に要する経費でござい

ます。なお、来年度は、今年度計上しており

ました市町村合併特例交付金の計上がなくな

りましたので、比較としては１億2,800万円

余の減となっております。 

 次に、29ページでございます。 

 選挙関係の経費を計上しておりますが、主

なものとしては、３段目でございますが、参

議院議員の選挙費８億8,059万円余でござい

ます。これは平成22年７月25日に任期満了を

迎える参議院議員選挙の執行経費でございま

す。 

 次に、県議会議員選挙１億7,808万円余で

ございます。これは、平成23年４月29日に任

期満了を迎える県議会議員選挙の執行経費の

うち、平成22年度に必要とする経費でござい

ます。 

 以上、一般会計の合計は52億2,560万円余

でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 市町村振興資金貸付金でございます。これ

は市町村等が行う公共施設の整備等に要する
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貸付金と事務費でございまして、貸付金２億

円及び事務費34万円を計上しております。 

 次に、一般会計繰出金5,000万円でござい

ます。これは地域振興局活動推進費の財源と

して一般会計に繰り出すものでございます。

今年度と比べまして、財政健全化分と市町村

合併特例交付金の貸与分が来年度計上してお

りませんので、その分10億6,700万円余が減

額となっております。 

 以上、熊本県市町村振興資金貸付事業特別

会計の合計は２億5,034万円余でございま

す。 

 今回の当初予算は、一般会計、特別会計を

合わせて54億7,595万円余でございます。 

 以上、よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、済みません、資料の31ページを

お願いいたします。 

 まず、一般管理費といたしまして5,800万

円余を計上しております。説明欄の方をごら

んいただきたいと思います。 

 主な事業でございますけれども、２の危機

管理対策費の(3)国民保護共同実動訓練実施

事業といたしまして2,000万円余をお願いい

たしております。これは国と共同で実施する

国民保護実動訓練に要する経費でございまし

て、共同での図上訓練は本県でも19年度に実

施しておりますけれども、共同での実動訓練

といたしましては九州で初めての実施となり

ます。なお、財源は全額国庫でございます。 

 次に、２段目の防災総務費といたしまして

４億8,300万円余を計上させていただいてお

ります。前年度との比較で３億3,800万円余

の減となっておりますけれども、これは主に

前年度に防災消防ヘリコプターの重整備点検

の２億6,000万円余、それから代替機のリー

ス経費が含まれていたためでございます。 

 説明欄の方をごらんいただきたいと思いま

す。 

 まず、２の防災対策費２億2,200万円余で

ございますけれども、その主なものを御説明

いたします。(2)の防災消防ヘリコプター管

理運営費１億4,400万円余でございますが、

防災消防ヘリコプターの運航管理並びに事務

所の維持管理等に要する経費でございます。

飛びまして(5)の防災・震度情報システム管

理費6,200万円余につきましては、各種の防

災情報システムの維持管理に要する経費でご

ざいます。 

 次に、大きい３番の無線管理費9,300万円

余でございますが、これは防災行政無線の維

持管理費及び地域衛星通信ネットワーク運営

の分担金でございます。 

 32ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 上段の消防指導費といたしまして、１億6,

500万円余を計上いたしております。説明欄

の方をお願いいたします。 

 ２の消防費3,400万円余でございますが、

主なものを御説明申し上げます。(4)の消防

広域化推進事業500万円余でございますが、

県消防広域化推進委員会の運営経費並びにブ

ロックごとの広域化協議会への補助金でござ

います。 

 下段の方の火薬ガス等取締費といたしまし

て、4,200万円余を計上いたしております。

説明欄をお願いいたします。 

 ２の銃砲火薬取締指導費、３の高圧ガス取

締指導費、４の電気取締指導費、いずれも許

認可や登録、検査、免状交付等に要する経費

でございます。 

 以上、危機管理・防災消防総室の予算総額

は７億4,996万7,000円となっております。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・
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協働推進課でございます。資料の33ページを

お願いします。 

 諸費につきましては、490万円余をお願い

しております。これは県民との協働推進に関

する事業及びくまもと県民交流館パレア内に

あるＮＰＯ・ボランティア協働センターにお

けるＮＰＯ法人の認証業務等に要する経費で

ございます。 

 次に、社会福祉総務費につきましては、２

億3,500万円余をお願いしております。この

うち、説明欄２の社会福祉諸費につきまして

は、くまもと県民交流館の管理、運営等及び

指定管理者委託料に要する経費でございま

す。 

 また、３の男女共同参画推進事業費につき

ましては、男女共同参画の推進に要する経費

でございます。(5)の男女共同参画実践支援

事業につきましては、男女共同参画のおくれ

ている地域や分野を対象に、ＮＰＯとの協働

による実学的な講座を行うものでございま

す。(6)の男女共同参画センター事業推進費

等につきましては、パレア内にある男女共同

参画センターにおいて実施する啓発・相談業

務等に要する経費でございます。 

 資料の34ページをお願いします。 

 社会福祉施設費につきましては、2,820万

円余をお願いしております。これは配偶者等

からの暴力による被害者の一時保護及び自立

支援等に要する経費でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。資料の36ページをお願いいたします。 

 計画調査費につきまして、５億4,011万円

をお願いいたしております。内訳につきまし

ては、資料右の説明欄により御説明申し上げ

ます。 

 まず、開発促進費の(1)新幹線くまもと創

り(元年戦略)推進事業につきましては、平成

23年３月の九州新幹線全線開業の効果を最大

化するため、開業を記念して県下全域で行い

ます新幹線元年事業や誘客のための情報発信

など、新幹線元年戦略に基づく取り組みを推

進するための経費でございます。(3)の夢と

個性あふれる地域づくり推進事業につきまし

ては、熊本市の政令指定都市移行等をにらみ

まして、今後の県の地域振興、地域づくりへ

の関与のあり方などを整理、検討するための

経費でございます。(5)の第５次水俣・芦北

地域振興計画進行管理事業につきましては、

水俣・芦北地域の振興を図るため、昭和53年

の国の閣議了解に基づきまして第５次水俣・

芦北振興計画の策定に要する経費でございま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２の企画推進費の(2)でございますが、阿

蘇くまもと空港地域活性化事業につきまして

は、阿蘇くまもと空港地域の活性化に向けた

空港地域の情報発信等のＰＲや景観作物の作

付等への支援による空港周辺の景観形成を図

るための経費でございます。(3)の高齢者の

地域活動推進総合支援事業につきましては、

新規事業でございますが、高齢者が主役の地

域づくりを進めるため、高齢者を初めといた

します地域住民が暮らしやすい地域コミュニ

ティーづくりに向けた地域活動や起業化に取

り組むモデル地域に対して支援をするための

経費でございます。 

 この事業と先ほど御説明いたしました新幹

線くまもと創り(元年戦略)推進事業が増額に

なっておりますため、前年度に比べて約１億

6,000万円の増額となっております。 

 ３の特定地域振興対策費につきましては、

過疎、離島など、いわゆる条件不利地域の支

援対策に要する経費を計上いたしておりま

す。 

 ４の土地利用対策費につきましては、国土

利用計画法に基づきます土地の取引の届け出

に対する審査や地価調査の実施等に要する経
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費を計上いたしております。 

 地域政策課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。資料の38ページを

お願いいたします。 

 計画調査費で２億7,260万4,000円をお願い

しております。主なものを説明させていただ

きます。 

 説明欄の(2)でございます。五木の振興の

ための基金の積み立てでございます。平成20

年に２億円、平成22年度は、元金２億円及び

預金利息の積み立てとして２億166万6,000円

を計上しております。なお、平成25年度まで

に、総額10億円を基金として積み立てる計画

でございます。 

 次に(4)の五木の子守唄担い手養成・観光

ＰＲ事業でございます。五木の子守唄の後継

者の養成や子守唄の披露を通じました観光Ｐ

Ｒの経費として、120万5,000円を計上してお

ります。 

 次に(5)の快速「五木の子守唄ライナー」

運行等事業でございます。ＳＬ等で人吉まで

来られた観光客を、さらに五木まで来ていた

だけるように、主に観光シーズンに人吉―五

木間に快速バスを運行する経費でございま

す。300万円を計上しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。資料の39ページをお願いいたします。 

 上段の人事管理費で８億5,400万円余の予

算をお願いしております。 

 事業内容を説明欄に記載しておりますが、

(1)と(2)はホストコンピューターシステムや

パソコン等の運用経費でございます。(3)(4)

は、県と市町村が共同で運用しております電

子申請システム及び汎用型ＧＩＳ、地理情報

システムの運営経費等でございます。 

 なお、特定財源のその他１億9,200万円余

は、電子申請システム及び汎用型ＧＩＳに係

る市町村負担金等でございます。 

 次に、下段の計画調査費で３億3,900万円

余をお願いしております。 

 内訳は説明欄のとおりでございますが、

(3)は、本年２月から運用を開始しておりま

す携帯電話を活用した観光・交通・特産品案

内システム、Ｋタッチナビの運用経費でござ

います。 

 なお、前年度との比較で約７億円の減とな

っておりますが、これは本年度実施した総合

行政ネットワークの再構築費用の減等による

ものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○山野文化企画課長 文化企画課でございま

す。資料の40ページをお願いいたします。 

 計画調査費の４億5,400万円余につきまし

て、説明欄で御説明申し上げます。 

 まず、１の文化企画推進費の(2)でござい

ますが、これは博物館関係事業でございまし

て、資料の収集や整理、そして、それらを活

用いたしました企画展、自然観察会の実施、

元気な高齢者によるくまもとの文化の継承と

発信等に要する経費でございます。(3)の熊

本県芸術文化際推進事業は、県文化協会等と

共同いたしまして、秋に県下一円で実施いた

します熊本県芸術文化際の広報とオープニン

グ事業を実施するための負担金、それから

(4)の各種文化団体補助金は、県文化協会等

が実施いたします各種文化事業への補助金で

ございます。 

 次に、２の県立劇場費でございますが、

(1)の県立劇場施設整備費は、空調関係機器

の更新に伴う設計に要する経費でございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 
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○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。資料の41ページをお願いいたしま

す。 

 下段の計画調査費で10億3,600万円余をお

願いしております。内容につきましては、右

の説明欄に記載しております。主なものにつ

きまして説明申し上げます。 

 １の交通整備促進費に関しましては、４億

8,900万円余をお願いしております。 

 (1)の新幹線建設促進・並行在来線対策事

業におきまして、肥薩おれんじ鉄道を安定的

に運行させるため、沿線市町や鹿児島県と連

携して行う鉄道基盤整備の維持に係る費用へ

の補助――これは新規でございます。や新幹

線建設促進期成会及び肥薩おれんじ鉄道沿線

活性化協議会への負担金などとして9,000万

円余でございます。このうち、基盤整備維持

に係る費用への補助として6,400万円余を計

上させていただいているところでございま

す。(2)の基幹交通体系企画調整事業におき

ましては、阿蘇くまもと空港へのアクセス改

善や地方バス運行支援などの事業について、

３億9,400万円余を計上しておるところでご

ざいます。 

 続きまして、２の空港整備促進費で５億4,

700万円余をお願いしております。 

 (2)の阿蘇くまもと空港国内線振興・環境

対策推進事業としまして、阿蘇くまもと空港

の拠点性向上を図るための国内線の振興対策

や静岡線の利用促進対策費としての1,000万

円余でございます。次の阿蘇くまもと空港国

際線振興対策事業におきましては、県、市町

村、経済団体などから成る国際線振興協議会

に対する負担金などとして3,500万円余を計

上しております。熊本―ソウル線や新規の国

際チャーター便の利用促進にもあわせて取り

組み、国際拠点性の向上を図っていきたいと

考えております。(4)の地域航空推進事業に

おきましては、天草エアラインの安全かつ安

定した運航を地元市町と協調して支援するた

め、来年度実施が義務づけられております機

体の構造検査を初めとする機材整備費に対す

る補助や天草空港利用促進協議会への負担金

などとしての２億4,900万円余でございま

す。このうち、機体の構造検査は、来年度、

独自のものでございまして、8,600万円余を

計上しておるところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上

げます。 

 

○佐伯統計調査課長 統計調査課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 資料の42ページをお願いいたします。主な

事業について御説明させていただきます。 

 ２段目の委託統計費９億1,240万円余でご

ざいますが、これは国から委託を受けて実施

します統計調査の経費でございます。 

 内訳は、説明欄１の毎年実施しております

経常調査分として、労働力調査等の13調査の

経費9,163万円余と、２の周期調査分とし

て、５年ごとに実施しております国勢調査等

の５調査の経費８億2,077万円余でございま

す。 

 下段の単県統計費の352万円余でございま

すが、これは、県民所得及び市町村民所得の

推計調査費69万円余、推計人口調査費60万円

余、統計年鑑等の刊行物の作成に要する経費

222万円余でございます。 

 なお、昨年に比べて５億4,900万円増額に

なっておりますが、これは10年に１度大規模

調査となる国勢調査の経費が多くなっている

ためでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○田上会計課長 会計課でございます。資料

の44ページをお願いいたします。 

 ２段目に、会計管理費として１億4,526万

6,000円をお願いしております。 

 主な事業は、説明欄に記載しております
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(2)の昨年４月から稼働しております総合財

務会計システムの維持管理経費の１億1,112

万円でございます。 

 次に、３段目の利子は、年間の収支の見合

いの中で、支払い資金が不足する場合の一時

借り入れに伴う支払い利子でございます。金

利の低下により、対前年度比200万円減の2,4

00万円をお願いしております。 

 45ページをお願いいたします。 

 収入証紙特別会計でございます。 

 一般会計繰出金は、会計課において、特別

会計で一元管理しております収入証紙による

使用料及び手数料収入の許認可等の申請実績

に応じて関係課に繰り出すものでございま

す。前年度と同額の30億円をお願いしており

ます。 

 会計課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○清田管理調達課長 管理調達課でございま

す。資料の46ページをお願いいたします。 

 ２段目の会計管理費につきまして、1,800

万円余をお願いしております。 

 これは、説明欄の(1)管理調達事務推進費

として、物品の調達や管理指導に係る事務費

及び(2)電子入札システム管理運営費でござ

います。 

 続きまして、資料の47ページをお願いいた

します。 

 債務負担行為の設定ですが、これは、県の

各機関において契約する共通的な３つの業務

につきまして、複数年にわたって役務の提供

を受ける案件です。 

 まず、県有施設等管理業務でございます

が、２件分、限度額1,900万円余の設定をお

願いしております。主な内容といたしまして

は、機械警備に係る業務委託等でございま

す。 

 次に、情報処理関連業務でございますが、

５件分、限度額８億7,700万円余の設定をお

願いしております。主な内容といたしまして

は、情報システムの運用に係る業務委託等で

ございます。 

 最後に、事務機器等賃借でございますが、

95件分として、限度額20億4,500万円余の設

定をお願いしております。主な内容といたし

ましては、情報システム関連機器等のリース

でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○田中人事委員会事務局総務課長 人事委員

会事務局でございます。資料の48ページをお

願いいたします。 

 まず、委員会費700万円余につきまして

は、人事委員会委員３人の報酬及び人事委員

会に要する経費でございます。 

 下段の事務局費は、１億4,500万円余をお

願いいたしております。このうち運営費3,00

0万円余につきましては、職員等採用試験費

などに要する事務経費等でございます。 

 人事委員会は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○藤川監査委員事務局監査監 監査委員事務

局でございます。資料の49ページをお願いい

たします。 

 委員費1,900万円余につきましては、監査

委員４名の報酬等並びに監査に要する経費で

ございます。 

 下段の事務局費の運営費1,000万円余につ

きましては、事務局職員の実地監査に要する

経費でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○吉良議会事務局総務課長 議会事務局でご

ざいます。資料の50ページをお願いいたしま

す。 

 議会事務局全体といたしまして、議会費と

事務局費の合計で13億501万円を計上してお
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ります。 

 まず、上段の議会費でございますが、９億

3,260万円余を計上しております。これは、

議員報酬、本会議等を開催するための経費、

委員会等における県政調査費及び海外友好訪

問等に係る経費でございます。 

 次に、下段の事務局費は３億7,240万円余

を計上しております。これは、議会の管理、

運営に係る経費、議会棟の庁舎管理に要する

経費及び緊急雇用対策における賃金等でござ

います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○森浩二委員長 次に、条例関係に行きたい

と思います。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。 

 条例関係資料１ページの第67号議案熊本県

内部組織設置条例の一部を改正する条例につ

きまして御説明いたします。２ページの概要

をごらんください。 

 まず、１の条例改正の趣旨でございます

が、地方分権の本格化等に対処していくた

め、総合政策局と地域振興部を統合再編いた

しまして、平成22年度から、知事公室と企画

振興部を設置するための条例改正を行うもの

でございます。 

 ２の主な改正内容につきまして、(1)の新

旧対照表をごらんください。 

 現在、条例上は左の方ですが、総合政策局

と地域振興部がそれぞれ規定されているとこ

ろでございますが、今回の組織改編に伴いま

して、右の欄にございますように、知事公室

と企画振興部を規定するものでございます。

これにあわせまして、分掌事務につきまして

も、表にありますとおり、整理を行うことと

しております。 

 次の(2)についてでございますが、企画振

興部の設置に伴いまして、現在地域振興部の

名称を引用しております２つの条例につきま

して、関係規定を改正することとしておりま

す。 

 最後に、施行期日でございますが、平成22

年４月１日を施行日としております。 

 次に、３ページでございますが、第68号議

案熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正

する条例につきまして、資料６ページの概要

で説明させていただきます。 

 １の条例改正の趣旨でございますが、行政

委員の報酬につきましては、全国でさまざま

な動きがある中で、本県におきましても、行

政委員の活動状況を踏まえまして検討してき

たところでございます。 

 その結果、すべての非常勤の行政委員につ

きまして、日額報酬を支給することを基本と

しつつ、日額報酬では評価しがたい職務であ

りますとか職責につきまして、基礎報酬とし

て、月額をあわせて支給する仕組みに見直す

こととしたものでございます。 

 ２の主な改正内容についてでございます

が、現行の報酬月額及び改正後の日額及び月

額の基礎報酬額は表に掲げているとおりでご

ざいます。 

 なお、基礎報酬につきましては、表の下の

米印にありますとおり、日額報酬では評価し

がたい職務や職責、例えば、会議の準備、調

査研究、自己研さん、あと日常的な相談、調

整への対応、それから執行機関の委員として

の継続した職責等に対しまして、現行の報酬

の３分の１程度を月額で支給する仕組みとし

たいと考えております。 

 また(2)でございますが、基礎報酬につき

ましては、委員が傷病等により長期入院な

ど、月の全日数にわたりまして委員としての

職責を果たすことができないと認められると

きにつきましては、基礎報酬については支給

しないことができるよう、規定の整備を行う

こととしております。 

 ３の施行日につきましては、平成22年４月

１日としております。 
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 条例関係は以上でございます。よろしく御

審議をお願いいたします。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。資料

の７ページをお願いします。 

 手数料条例の一部を改正する条例を記載し

ております。９ページの条例案の概要に沿っ

て御説明させていただきます。 

 まず１、条例改正の趣旨は、政治資金規正

法の一部改正に伴う手数料の新設などを行う

ものでございます。 

 ２番の改正内容をごらんください。 

 (1)として、新たに手数料を４項目設けま

す。①は、政治資金規正法の改正により、国

会議員関係政治団体の１万円以下の支出に係

る領収書の開示に係る手数料を新設するもの

でございます。②は、不動産鑑定業者登録簿

に、登録を受けていることの証明に係る手数

料を新設するものです。③及び④は、土壌汚

染対策法の改正により、汚染土壌の処理業に

係る許可の更新及び許可事項の変更に係る手

数料を新設するものでございます。 

 次に(2)ですが、建築士法の改正により、

手数料に係る事務量の増加に伴い額の改定を

行います。①は、カード型免許証明書の発行

事務の追加等に伴う改定、②は、資格等の照

合事務の増加に伴う改定でございます。 

 また(3)は、(2)で改定される手数料に係る

事務について、県が指定した登録機関で行う

ことができるようになるため、登録機関に手

数料を納付する規定を設けるものでございま

す。 

 ３番の施行期日につきましては、平成22年

４月１日からとしております。 

 最後に、４番のその他でございますが、今

回新設される手数料は、県の収入証紙で収入

するため、収入証紙条例の一部改正をあわせ

て行うものでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

○松田管財課長 管財課でございます。資料

の10ページをお願いいたします。 

 熊本県財産条例の一部を改正する条例でご

ざいます。内容につきましては、次の11ペー

ジの概要で御説明いたします。 

 条例改正の趣旨でございますが、電気通信

事業法施行令の一部改正に伴い、この施行令

の条項を引用している関係規定を整理するも

のでございます。 

 改正内容といたしましては、条例の別表、

第７条関係において、行政財産の使用許可を

行った場合に徴収する使用料の取り扱いを定

めておりますが、このうち土地に電柱類を設

置する場合には、電気通信事業法施行令の定

めを準用しております。この準用条項が第２

条から第５条に改正されるため、条例におけ

る引用を改めるものでございます。 

 なお、使用料の取り扱いや額など、内容に

変更はございません。 

 施行期日は公布の日としております。 

 以上、条例改正の概要でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○佐藤税務課長 税務課でございます。資料

の12ページをお願いいたします。 

 第71号議案熊本県産業廃棄物税条例の一部

を改正する条例についてでございます。説明

は13ページの概要で行わせていただきます。 

 産業廃棄物税につきましては、九州各県共

同で平成17年度から導入しておりますが、法

定外目的税でありますため、条例附則の第５

項で、条例の施行後５年をめどとして、必要

があると認めるときは、条例の規定について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとするという規定が設けられて

おります。 

 今回、この規定に基づきまして検討を行い

ました結果、平成22年度以降も継続すること

とし、それに伴い関係規定の整備を行うもの

でございます。 
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 内容についてでございますけれども、一部

改正条例の施行後５年をめどとして、必要が

あると認めるときは、条例の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとするという、現行と同様の規定

を設けるものでございます。 

 施行は、平成22年４月１日からとしており

ます。 

 なお、検証の結果につきましては、次の14

ページをお願いいたします。 

 産業廃棄物税は、一部先ほどの説明と重複

いたしますけれども、九州地方知事会の中

で、九州各県共同による導入に関する合意事

項を踏まえまして、平成17年度から導入して

いる経緯でございます。 

 税制度の概要、施行状況については、記載

しているとおりでございます。 

 ３の今後の取り扱いについてでございます

が、循環型社会形成に向け、引き続き本税を

活用し、排出抑制、再利用、再生利用を進め

る必要があるなどの理由によりまして、現行

制度を引き続き維持することとしておりま

す。 

 なお、九州各県でも同様の改正を行うこと

とされております。 

 次に、資料の15ページをお願いいたしま

す。 

 第72号議案熊本県水とみどりの森づくり税

条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。説明は16ページの概要で行わせていた

だきます。 

 水とみどりの森づくり税につきましても、

先ほどの産業廃棄物税と同様、条例の附則第

５項で、５年後の検討の規定が設けられてお

ります。今回、この規定に基づきまして検討

を行いました結果、平成22年度以降も継続す

ることとし、それに伴い関係規定を整備する

ものでございます。 

 内容についてでございますが、一部改正条

例の施行後５年をめどとして、必要があると

認めるときは、条例の規定について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとするという、現行と同様の規定を設け

るものでございます。 

 施行は、平成22年４月１日からとしており

ます。 

 なお、検討の結果につきましては、17ペー

ジをお願いいたします。 

 水とみどりの森づくり税は、個人県民税、

法人県民税均等割の超過課税として、平成17

年度から導入しております。 

 税制度の概要、施行状況につきましては、

記載しているとおりでございます。 

 ３、今後の取り扱いについてでございます

が、森林、林業を取り巻く厳しい状況から、

森林の公益的機能が低下しつつあり、引き続

き本税を活用し、管理が見込めない人工林対

策や県民参加の森づくりを通しまして、森林

の公益的機能の維持、増進を図る必要がある

などの理由によりまして、現行制度を引き続

き維持することとしております。 

 最後に、ただいま御説明いたしました産業

廃棄物税、水とみどりの森づくり税の内容に

つきましては、それぞれ関係課から厚生常任

委員会、農林水産常任委員会の方に御報告を

行うこととしておりますので、申し添えさせ

ていただきます。 

 以上でございます。よろしく御審議のほど

お願いいたします。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。資料の18ページをお願いいたします。 

 第73号議案の熊本県住民基本台帳法施行条

例の一部を改正する条例の制定についてでご

ざいます。19ページの概要で御説明をいたし

ます。 

 今回の条例改正の趣旨は、内容の欄の１の

とおり、住民基本台帳法第30条の８第１項及

び第２項の規定によりまして、住民基本台帳

ネットワークシステムの本人確認情報の利用
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及び提供を行うため、関係規定を整備するも

のでございます。 

 ここでいいます本人確認情報とは、市町村

の住民基本台帳に記録されている県民の住

所、氏名、性別、生年月日、以上４情報でご

ざいます。 

 この本人確認情報が、県の事務処理上で必

要な場合には、条例で定める事務に限って住

基ネットの本人確認情報を利用し、本人や市

町村から住民票を徴することなく、その本人

確認情報を得ることができるということで、

今回、新たに次の２の主な改正内容にある３

つの事務を、条例に定める事務として追加す

るための改正でございます。 

 ２の主な改正内容をごらんください。 

 (1)ですけれども、住民基本台帳法第30条

の８第１項第２号の規定に基づき、住基ネッ

トシステムの本人確認情報を利用できる事務

として、今回追加する事務としましては、ア

の採石法による同法第32条の登録または同法

第32条の７第１項の届け出に関する事務、そ

れから、イとして、砂利採取法による同法第

３条の登録または同法第９条第１項の届け出

に関する事務でございます。 

 また、次の(2)にありますように、住民基

本台帳法第30条の８第２項の規定に基づき、

知事が条例で定めることにより本人確認情報

を提供することができる知事以外の執行機関

に新たに監査委員を加え、知事が条例で定め

ることにより、監査委員の求めに応じ、監査

委員に本人確認情報の提供をすることができ

る監査委員の事務として、地方自治法による

同法第242条第１項の請求、これは住民監査

請求でございますが、それに関する事務を追

加いたしたいということでございます。 

 これら各事務の具体的内容については、規

則で定めることといたしております。 

 この条例の施行期日は、平成22年４月１日

からとしております。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。よろしくお

願いいたします。 

 資料の20ページをお願いいたします。 

 議案第74号でございますけれども、熊本県

石油コンビナート等防災本部条例の一部改正

をお願いしてございます。21ページの方で御

説明をさせていただきます。 

 今回の条例改正につきましては、石油コン

ビナート等災害防止法の一部改正に伴いまし

て、熊本県石油コンビナート等防災本部条例

の規定を整理するものでございます。 

 ２の主な改正内容でございますが、条例の

第１条に条例の根拠条項が規定されておりま

して、その根拠条項が、石油コンビナート等

災害防止法の改正によりまして、第28条第８

項から第28条第９項になりましたことから、

第28条第９項に改めるという改正でございま

す。条例の内容につきましては変更はござい

ません。 

 ３の施行期日は、公布の日とさせていただ

いております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。 

 22ページの第88号議案包括外部監査契約の

締結についてでございます。23ページの概要

で御説明させていただきます。 

 まず、本議案の趣旨でございますが、包括

外部監査につきまして、平成22年度の契約締

結に関するものでございます。 

 次の(1)契約の内容でございますが、都道

府県に実施が義務づけられております包括外

部監査につきまして、監査を受けるととも

に、監査結果に関する報告の提出を受けるこ

とを内容とする契約でございます。(2)契約

期間でございますが、平成22年４月１日から

平成23年３月31日までの１年間となっており
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ます。(3)でございますが、契約金額につき

ましては、1,313万円を上限とする額といた

しまして、契約の相手方につきまして、来年

度は公認会計士の河喜多保典氏を予定してお

ります。 

 河喜多氏につきましては、選任の理由にも

記載しておりますが、一番下のポツにありま

すように、平成11年度から平成21年度までの

包括外部監査の補助者として本県の監査に携

わっていらっしゃいます。そういうことで、

平成22年度の包括外部監査人としてふさわし

い人物であると考えております。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。資料

の24ページをお願いします。 

 議案第89号でございます。25ページに概要

を記しておりますので、そちらをごらんくだ

さい。 

 全国自治宝くじ事務協議会は、都道府県指

定都市により構成されておりまして、宝くじ

の発売の事務を行う協議会でございます。 

 これらの協議会は、地方自治法の規定に基

づき、協議会を構成する団体数の増減及び規

約の変更につきましても議会の議決をいただ

く必要がございます。今回は、本年４月１日

に、相模原市が政令指定都市に移行すること

に伴いまして、相模原市を協議会に加え、そ

れに伴う規約の変更でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。資料の26ページをお願いいたします。 

 第90号議案の市町の境界変更についてでご

ざいます。27ページの概要で御説明をいたし

ます。 

 これは、熊本市と上益城郡嘉島町の境界に

わたって土地改良事業が施行されたことに伴

い、平成22年６月１日から、両市町に係る境

界の一部を変更するものでございます。28ペ

ージと29ページに位置図、それから境界変更

図を添付いたしております。 

 今回の境界変更の手続につきましては、熊

本市、嘉島町両市町の議会の議決を得て、平

成22年１月19日に知事に申請がなされており

ます。この申請に基づき、知事が市町の境界

変更の決定を行うことになりますが、決定に

つきましては、地方自治法第７条第１項の規

定により県議会の議決を得る必要がございま

すので、本議会でその議決をお願いするもの

でございます。 

 境界変更の内容につきましては、２の内容

に記載しております地番の土地等を嘉島町か

ら熊本市へ、また、熊本市から嘉島町へそれ

ぞれ編入することになります。 

 なお、境界変更の効力は、本議会での議決

を得て知事が熊本市と嘉島町の境界変更を決

定し、その旨を総務大臣に届け出、それに基

づき総務大臣が告示することによって生じる

こととなります。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部の説明が終了

しましたので、議案等について質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 いろいろとちょっときょう

は議題が多いのであれなんですが、１つ、17

ページ、これは人事課ですけれども、人事管

理費の中で総務部長秘書事務委託ということ

で、これはほかのところも多分やっているん

だろうというふうに思いますが、外部委託を

するということで334万8,000円という額が上

がっていますけれども、これはどのくらい全

体として財政縮減効果があるのか。前もちょ

っとお聞きしたかもしれませんけれども、ち

ょっと教えていただきたいということです

ね。 

 それと同時に、やはり守秘義務等々の話
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で、外部の人が秘書につくのは大丈夫なのか

というような指摘も結構以前から言われてい

ましたけれども、その辺のリスクについてど

ういうふうに考えているのか、その２点を教

えてください。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。 

 まず、１点目の節減効果でございますが、

現在配置されております正職員と比較いたし

まして、全体としては約2,000万円程度の財

政効果があるものと考えております。 

 それから、守秘義務につきましてでござい

ますが、これにつきましては、業者にまずプ

ロポーザルという形で提案でしております

が、その際に、いわゆる守秘義務等につきま

しての取り扱いの中身につきまして、業者そ

れぞれに企画書の中で提案を受けておりま

す。それから、具体的に業者が決まりました

ところでの契約の中でも、守秘義務の遵守に

ついて掲載することにしておりますし、ま

た、それぞれ従事される方についても、守秘

義務についての誓約といいますか、確約書を

とるというような形で、二重三重に守秘義務

についての徹底を図るというような形にして

おるところでございます。 

 

○大西一史委員 ちょっともう一回確認なん

ですけれども、この2,000万円とおっしゃっ

たのは、何名でということですか。 

 

○豊田人事課長 申しわけございません。全

体で副知事の秘書２人と、あと各部局の部長

秘書ということで10名分でございます。 

 

○大西一史委員 10名ですね。わかりまし

た。 

 今御説明がありましたので、ある程度縮減

効果があるということと、守秘義務等々に関

しては、リスクはできるだけないようにとい

うことで、契約の段階でそういうふうにやっ

ておられるということでありますけれども、

こういう見直しで、しかもやっぱり部長さん

というのは、非常にそれなりに県のだれと会

ったかとか、それから、ある意味では、まあ

機密とまで言うかどうかわかりませんけれど

も、そういう重要な県政を左右する情報を扱

うというようなところでありますから、その

点についてはしっかり留意をしていただきた

いということをお願いしておきます。 

 それと、引き続きよかですかね、済みませ

ん。これは税務課にちょっとお尋ねなんです

が、26ページですけれども、ちょっと説明が

そこはなかったんですが、この８番のふるさ

とくまもと応援寄附基金積立金というところ

ですが、これはふるさと納税のことだろうと

いうふうに思うんですけれども、ふるさと納

税については、2008年の４月の地方税法の改

正でたしか導入されたというふうに思うんで

すけれども、たしか当時知事は目標額を結構

大きいことをおっしゃっておられたような気

がしまして、それに対して、どういう目標で

――まあ、それはちょっと無理じゃないかな

と私個人的に思ったんですが現状として、ど

のくらいふるさと納税制度というのが活用さ

れて、本県の税収に寄与しているのかどうか

というところをちょっとお尋ねをしたいとい

うことと、それと、他県との比較ですね。他

県は、かなりこのふるさと納税制度を――ま

あ、一生懸命やっているところとそうでない

ところとかなり差があったというふうに思い

ます。鹿児島あたりが相当、ふるさと納税と

いうことで、たしか一時期やっていたような

気がするんですけれども、その辺と比較して

どうかということをお尋ねいたします。 

 

○佐藤税務課長 済みません、知事は、最初

に10億円というふうなことをおっしゃったと

いうことはありますけれども、そういう金額

を目指したいというお気持ちだったというふ

うにこちらは理解しておりまして、ただ、一
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言その件について申し添えさせていただきま

すと、トップセールスで機会があるたびに、

上京の折などなどに知人の方等に呼びかけら

れておりまして、後で数字になってきており

まして、今、先月の末で全国で２番目、5,80

0万円余の寄附が集まってきております。ち

なみに、トップは大阪府で１億2,000万円で

ありまして、先ほどおっしゃいました鹿児島

県は2,400万円ということで、10億円には届

きませんけれども、すばらしい成果だという

ふうに私たちは理解しております。 

 他県の取り組みにつきましては、お話があ

りました鹿児島県は、最初の年に東京と大阪

に５名ずつ専任職員を配属いたしまして取り

組みを行われておりますけれども、本県では

そういうふうな形まではとっておりませんけ

れども、翌年からは、やはりなかなか効果も

上がらないということもあったんでしょう

か、３名程度ずつに下がってきたりしており

ます。そういう中では、少ない人数でかなり

の効果を上げている方ではないかというふう

に自分たちの方では思っております。 

 なお、前後しますけれども、5,000万円の

予算額につきましては、財政再建戦略の中で

もその期間中は5,000万円を目指すというこ

とで、非常に高い目標だと思っておりますけ

れども、最大限の努力を行っていくというふ

うにこちらの方では考えております。 

 以上であります。 

 

○大西一史委員 たしか21年度の当初予算で

は768万円でしたっけ、いわゆる経費という

か、ついていたんじゃないかなというふうに

思いますが、それでも5,800万円というの

は、これはこれまでのトータルでということ

ですね。累計ということですよね。どうなん

ですか。１年じゃないですよね、当然ね。 

 

○佐藤税務課長 21年度で…… 

 

○大西一史委員 21年度、１年間で5,000

万。 

 

○佐藤税務課長 はい。 

 

○大西一史委員 で、全国２位と。ちょっと

想定――私は、もうちょっと低いのかなとい

うふうに思っていましたけれども、それだけ

協力をしていただけるということは、非常に

ありがたいことだと思います。 

 私は、このふるさと納税制度自体がどうか

なというふうに少し疑問を持っている部分

が、もともとこの制度としてはあったのであ

れですが、寄附していただける分には、これ

はぜひやっていただきたいと思いますが、鹿

児島県のように職員をたくさん配置をしてと

か、そこまでする必要は私はないというふう

に思っていたのと、知事の目標がちょっと高

過ぎたような気もするので、まあ意気込みと

しておっしゃったにしても、それにしてはち

ょっとあれだなというふうに思いましたの

で、このことに力をかけるよりも、それこそ

収税対策といいますか、そっちの方にやはり

しっかりやっていただきたいということは思

っておりますので、その点は私の方から要望

としてお願いをしておきます。 

  

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○中村博生委員 34ページ。女性相談センタ

ーですか、ＤＶ関係の相談が主であろうと思

いますけれども――ここ数年の動向といいま

すか、どういった中身の相談があるのかと―

―最近は親が子供を虐待して死亡させる事件

がありますけれども、その相談の中に父親が

子供を虐待するとか、そういう相談等もあっ

とだろうかなと思って。その辺はどうですか

ね。 
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○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 この女性相談センター、これは福祉総合相

談所の中にあります女性相談センターでござ

いますけれども、ＤＶに関する相談件数、こ

れは毎年確実にふえております。21年度の相

談件数でございますけれども、2,800件ほど

の相談がありまして、そのうちの1,300件余

りがＤＶの相談ということでございます。 

 これはＤＶ相談につきましては、内容はい

ろいろありますけれども、ほとんど90数％が

夫からの暴力ということでございます。県下

全体的に見ますと、大体１万2,400件ほどの

女性についての相談がございますけれども、

そのうちの2,400件ほどがＤＶの相談という

ことで、福祉事務所であるとかあるいは各市

町村の福祉課であるとか、そういった県下全

体でこのＤＶというのはかなり相談件数がふ

えているという状況でございます。 

 

○中村博生委員 子供のあれはまた違う相談

所かもしれぬとですが、それぞれの相談所と

のこういった連携といいますか、そういうの

は実際、協議会じゃないけれども、協議場所

があるわけですか。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 現在51のＤ

Ｖ対策の関係機関会議というので構成してお

りまして、年に２度ほど連絡会議を持ってお

りますし、県下の地域振興局単位でネットワ

ークというのをつくっておりまして、そこで

も各警察とか関係機関等を含めて、きちっと

連絡体制をとって、連携をとりながらやって

いるという状況でございます。 

 

○中村博生委員 年間２回ぐらいされるわけ

ですけれども、その成果といいますか、連携

をとっているということですが、その成果あ

たり、対策とかを含めて、そういったことも

含めてやりよるということでしょう。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 ＤＶという

のは、なかなか表には出にくい面がございま

して、家庭内の夫婦間の暴力でございますの

で、その中でも、なるべく相談をしていただ

くということがまず基本ではないかというふ

うに思っています。本来であれば、加害者が

あって初めて被害がありますので、加害者に

ついての対策というのを本来は講じる必要が

ありますけれども、なかなか難しい面がござ

います。 

 ただ、警察であるとか、福祉事務所、それ

ぞれ連携というのは、お互いにいろんな相談

の中身であるとか、その対策については、そ

れぞれの機関で、それぞれの立場で一生懸命

頑張っているという状況でございますので、

情報交換であるとか、相談の仕方、内容等に

つきましては、お互いに協議しながらやって

いるということでございます。 

 

○中村博生委員 大変なあれだろうとは思い

ますけれども、先ほど言いました家庭内暴

力、特に子供を虐待、そういった相談によっ

て、ああここの家庭はこやんことがありゃせ

ぬどかという、やっぱりそういう察知すると

いうか、早目に予防するというか、そういっ

たことも含めて、やっぱり今まで以上に横の

連携を密にしていただいて、いろんな情報交

換をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 家庭内の―

―ちょっと私の方は今ＤＶに限って申しまし

たけれども、子供に対する暴力であるとかあ

るいは高齢者であるとか、いろんな暴力の中

身はございますので、その辺は関係機関がそ

れこそいろいろ情報を密にして取り組んでい

るという、警察とも当然一緒には進めている

ところでございます。 
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○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○内野幸喜委員 交通対策総室にお伺いした

いんですが、新幹線建設促進、それから並行

在来線対策事業で9,000万円ほどあるんです

が、この事業は――当然、肥薩おれんじ鉄

道、これはもう重要な路線なので、これまで

どおり支援をお願いしたいんですが、八代以

北の並行在来線も含まれているということな

んですか。 

 

○髙田交通対策総室長 まず、八代以北につ

きましては、ＪＲ九州がそのまま継続して運

行することになっておりますので、八代以北

の在来線対策ということでこの9,000万の中

に含まれているというわけではございませ

ん。 

 

○内野幸喜委員 先日、新聞にも載っていた

かと思うんですが、新幹線が全線開通した場

合、在来線の特急を廃止する方向だという話

がちょっと載っていたと思うんですが、その

点は、事実確認として、決定事項なんです

か。 

 

○髙田交通対策総室長 私どもも、あの新聞

記事を拝見しまして、ＪＲ九州の方に確認い

たしました。ＪＲ九州としては、まだ在来線

の運行形態、特急かそうでないかとか、ある

いは運賃、ダイヤなどについては現在会社の

方で検討しているということでもございまし

て、在来線について、具体的にどういうこと

で来年３月以降やるかということを、ＪＲ九

州としてまだ決めているというわけではない

ということでございました。 

 

○内野幸喜委員 例えば、特急であれば、熊

本から久留米まで結節点がないんですよね、

新幹線とＪＲ線の結節点というのが。新玉

名、新大牟田とかも、やっぱり在来線と一緒

のところじゃないので、非常な不便を感じる

方もいらっしゃると思うんですが、その点は

やっぱり県としても、まだこれからＪＲ九州

さんの方には、引き続き特急を走らせていた

だくような形のお願いをしていただきたいと

思います。 

 

○髙田交通対策総室長 委員御指摘のありま

した在来線の利便の確保ということについ

て、ここはこれまでも九州新幹線の建設促進

期成会、熊本県の期成会としても要望してき

たところでもございますが、在来線の運行形

態、それは県民の皆さんにとって利便が高ま

るような形で確保されるというふうにできな

いかということは、引き続きＪＲ九州に対し

てもいろいろ働きかけていきたいというふう

に考えております。 

 

○内野幸喜委員 それでお願いします。 

 じゃあ、もう一度確認ですが、決して決定

事項じゃないということですね。 

 

○髙田交通対策総室長 私ども、そのように

聞いております。 

 

○内野幸喜委員 わかりました。 

 もう１点、いいですか。ちょっと金額は少

ないんですけれども、私学文書課の方に、23

0万ほど入っていたと思うんですが、公益法

人制度の推進事業ということで、そもそも新

公益法人ですか、一般社団法人と何が違うの

か。県として、何か推進しなきゃならない責

任というか、義務というのがあるのかどうか

というのをちょっとお伺いしたいんですが。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。 

 お尋ねの公益法人制度でございますけれど

も、これは、平成21年度から５年の間に、従
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来公益法人として位置づけられておりました

社団法人、財団法人等が、公益認定を受けた

法人になるのかあるいは一般の公益認定を受

けない法人になるのかの選択をしなければい

けない法改正がございました。そのために、

私学文書課・公正公益法人室で、県内の公益

法人を、公益認定を受けますか、それとも一

般社団、一般財団でいきますかというふう

に、今アドバイスをしているところでござい

ます。 

 ですから、公益法人制度自体が、今ちょう

どこの５年間で制度が変わるという時期にご

ざいますので、新公益法人制度への移行のた

めの事務をやっているという状況でございま

す。 

 

○内野幸喜委員 済みません、ちょっとあん

まり詳しくわからないんですけれども、その

新公益法人の方になった場合のメリットとか

というのは、どのような違いがあるんです

か。 

 

○広崎私学文書課長 今までの法人が公益認

定を受けますと、税制上の優遇措置がござい

ます。その公益認定を受けるためには、公益

事業比率を50％以上維持しなければならない

ので、従来公益法人として認められていた法

人でも、その公益認定を受けられない場合が

ございますので、今、私どもの方では、その

公益認定を受けたいと思っておられる法人等

への助言、指導を行っているところでござい

ます。 

 主なメリットは、やはり税制上のメリット

だというふうに理解をしております。 

 

○馬場成志委員 メリットというか、逆に課

税されるごつなると言うた方がわかりやすか

っじゃなかですか。 

 

○広崎私学文書課長 済みません、ちょっと

複雑なんですが、簡単に申しますと、税制上

の優遇措置が大きいというのが公益認定を受

けた法人ということになります。 

 

○内野幸喜委員 例えば、事業が50％以上公

益かどうかという、その判断はだれがされる

んですか。 

 

○広崎私学文書課長 そのために、私ども、

外部有識者で公益認定審議会というのを設け

ておりまして、その審議会が公益認定の判断

をするようになっております。 

 

○内野幸喜委員 わかりました。 

 ちょっと１点だけいいですか。また別なん

ですけれども、先ほどのふるさと納税制度の

件なんですけれども、例えば、熊本県であれ

ば、プロ野球選手も多く抱えていますし、プ

ロゴルファー、そういった方に積極的にお願

いするというのも一つあると思いますし、ま

た、例えばそういう大口の方、まあ大口小口

関係なく、そうやってしていただいた方に

は、何かしらお礼の意味も込めて、何か熊本

県として、何というんですか、寄附していた

だいた方に何がしかお礼の形で何かやるとい

うのもどうかなと思うんですが、その点どう

ですか。 

 

○佐藤税務課長 税務課でございます。 

 まず、有名な方などへのというのは、割と

表に出してはいけませんので、水面下などで

は、東京事務所とか、大阪の事務所とか、あ

るいは直接知事がお話になったりとかして、

非公式にはいろいろお願いはしております

し、その中でされている方もあります。金額

とかは関係なく、卑近な例では、スザンヌさ

んも、今、県のホームページの中にも、私し

ていますみたいな形で出してもらっています

し、ほかの方にも呼びかけていただいたりし

ておりますので、金額面だけではなく、協力
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はいただいたりしております。 

 また、感謝の品といいますか、そういった

ものにつきましては、5,000円以上していた

だいた方には、全国では割と少ないんですけ

れども、本県の方では感謝の品をお送りさせ

ていただいております。その内容は、県産品

をお送りするようにしまして、県産品の拡大

にもつながるようにというような思いでやっ

ております。 

 以上です。 

 

○大西一史委員 またちょっと税務課になっ

てしまってあれなんですが、条例で、産廃

税、それから水とみどりの森づくり税につい

てそれぞれ議案が出されて、これは５年前、

私は、その当時総務常任委員だったので、激

しくいろんな議論をしたことを今思い返して

いたんですけれども、やはり税をかけるとい

うことに関しては、極めて慎重であるべきで

あるというふうな議論も当時あったわけであ

りますし、ただ、この産廃税に関して、九州

地方知事会の共同での導入ということであっ

ているわけなんですが、これは14ページで条

例の施行状況ということで、税収あるいは使

途というところですけれども、使途の部分と

税収の部分が最初のころとはちょっと随分変

わってきているということで、9,022万ぐら

いの使途ですかね、１億4,275万のあれに関

して。ところが、21年度には、ずっと使途が

伸びてきているというようなことです。 

 それから、17ページで、これは水とみどり

の森づくり税については、今度はこの使途

は、やはりぐっと、平成17年と比較すれば2.

5倍からそのくらいまで、歳出決算ベースで

は伸びているということなんですけれども、

当然、ある意味では、この税収を使ってそれ

なりに目的達成のためにやっているというこ

となんだろうというふうには思うんですけれ

ども、そうなれば、この税率というのが、現

行のままやるということですけれども、税率

というのは、果たしてこれで妥当なのかどう

かというような検討というのは、何かなされ

たんですかね。 

 

○佐藤税務課長 税務課でございます。 

 税率につきましては――済みません、今の

は産廃税もという…… 

 

○大西一史委員 産廃税についてもそうです

し、水とみどりの森づくりの税もそうなんで

すけれども、それぞれ要は税収に対しての使

途というのが結構バランスが違いますよね。

それも年々年々変化してきていると、こうい

う状況を見たときに、その辺の検討というの

がなされたのかどうかということなんです

ね。それが税率が適切かどうかということも

含めてですけれども。 

 

○佐藤税務課長 じゃあ、お答えいたしま

す。 

 資料の中にありますように、まず産廃税に

つきましてですけれども、決算ベースでこち

らの方はお出ししております。ですから、予

算では、基本的には税収、歳入に近いような

歳出予定がもともとは計上されておりました

けれども、事業の執行等の中などで最終的に

当該年度に予定したものができなかったりし

て、決算ベースでは落ちていったりしており

ますのが、17、18、19、20まで続いておりま

す。21年度は、予算ベースに――まだ決算が

出ておりませんので、なっておりますので、

そういうことの中では、それぞれ必要な事業

が予算に見合うものがしっかりありまして、

そういったものに使いたいと。 

 一番大きなものは、公共関与が進みました

ときに、ちょっと私、正確な数字を今持って

おりませんけれども、8,000万ぐらいだった

んじゃないかなと思いますけれども、使う予

定のものが計上されておりますけれども、最

終的にそれを必要とする事業が起こらないた

 - 26 -



第10回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成22年３月18日) 

めみたいなことだったかと思いますけれど

も、そういうことで、毎年多額のものが落ち

ていって繰り越しという形になっております

けれども、決算から見るだけでなく、やはり

当該年度に必要なものが例年起こっています

ということで、税率につきましては、産廃税

につきまして、やはり九州各県の中でも同じ

ような意見ですので、現行の1,000円といっ

たものを維持するというふうな考え方で、お

互いに話ができております。 

 また、水とみどりの森づくり税につきまし

ては、その使途であります山地の、結局荒廃

とかがたくさん起こっておりまして、すべて

の面積を賄うまでにはまだ至っておりません

ので、同様のことを続けていくためには、現

行の500円の御負担をお願いしていく方がい

いんじゃないかということで、そのあたりに

つきましては、また県民の方々には大分周知

といいますか、御理解が進んできているので

はないかということで、制度の継続と金額の

継続をお願いするようにいたしました。 

 

○大西一史委員 わかりました。 

 ちょっと産廃税と水とみどりの森づくり税

では、税方式も違いますし、目的も違うの

で、並列して議論するのはいかぬかったかな

と今思うんですが、産廃税については、それ

こそ排出の抑制ということが行われるという

ことがやはり目的の一つでもありますので、

本来的には、こういう税というのがどんどん

どんどん抑えられていく方がいいのではない

かということです。 

 それと、水とみどりの森づくり税について

は、これは結構使途については、歳入ベース

に比べれば歳出の方がどんどんどんどんふえ

ているということで、これをかなり活用しよ

うということで活用されているんだろうとい

うふうに思います。 

 それと、この事業内容についても、それな

りにいろいろな対策に効果があっているとい

うような評価もいろいろ聞いていますので、

その点については評価したいというふうに思

うんですが、ただ、要は、年額500円を負荷

されているというふうに思っている、意識を

持っている県民の方は非常に少ないというふ

うに、私の――これは以前からこの委員会で

も申し上げていましたけれども、私の実感と

してはそういうふうに持っています。 

 これは、当然、個人県民税の均等割額の税

に上乗せという形ですから、わからないんで

すよね、水とみどりの森づくり税。給与明細

にも何も出てきませんから、わからないわけ

ですけれども、やはりそういった皆さんの税

金によってこうした事業ができているんだよ

というような周知というのは、各事業をやる

中で、しっかりと関係部局、この事業をする

担当の部局にその辺は意識をしていただくよ

うに、周知を願いたいというふうに思いま

す。 

 そうでなければ、やはりこれはまだこの感

じでいくと、ひょっとしたらもうちょっと上

乗せしてくださいということを県民にお願い

するような場面も――将来的にはですよ、わ

かりませんが、出てくるかもしれませんね、

ひょっとしたら。だから、この500円が、こ

れがあるいは1,000円ということになって、

さらに倍増して、そういった事業に使わせて

ほしいというようなことも、今後は、もう税

収が非常に少ない中では、県民の皆さんにお

願いをしていかざるを得ないような状況がひ

ょっとしたら私は出てくるんじゃないかなと

いうふうに思います。そうであるからこそ、

この税の使途、要はいただいた税金に対して

どれだけきちっと使ったかということをやは

り意識をしてもらうと、そして周知していた

だくということは重要なことだと思いますの

で。 

 今回の改正については、現行制度を引き続

き維持するという方向では、今の説明も受け

ましたので結構でございますけれども、この
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税制については、しっかりそういったことの

意識を全庁的に持っていただくようにお願い

をしておきたいというふうに思います。 

 何かあれば、どうぞお答えください。 

 

○佐藤税務課長 今大西委員の方から御意見

がございました点につきましては、事業課の

方ともども、この条例が通りました後は、ホ

ームページに検証――検証結果はもう既に載

せていたかこの後かはちょっと忘れましたけ

れども、検証結果の公表もいたしていきます

し、機会があるごとにその付近については、

広報といいますか、県民の皆さん方への周知

を事業課、税務課ともどもやっていきたいと

思いますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 

○瀬口総務部次長 私、前に農林水産部にお

りましたものですから、この広報について

も、県民の皆さんが森を守っていくという意

味からいえば、委員おっしゃるように、大変

重要な事柄だと思っておりまして、この中

で、毎年、新聞広報等でどういった事業をや

ったんだというのはやっております。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○田代国広副委員長 48ページ、49ページの

人事委員会と監査委員会の費用弁償の件です

けれども、これは議案第68号の条例改正と連

動しておると思うんですが、これと連動して

おるとするならば、この前年度対比のマイナ

スの金額がこれくらいなものですかねと思う

んですけれども、これについてはどのように

理解されておられますか。 

 

○田中総務課長 人事委員会事務局でござい

ます。 

 この費用弁償につきましては、条例改正が

ありますけれども、この予算でお願いしてい

ますのは、前年と同じ算定基礎でお願いをし

ております。 

 といいますのが、実際の改定後の金額につ

きましては、実績が出ていませんので、積算

が困難ということで、前年度並みの予算でお

願いをしております。 

 

○田代国広副委員長 積算が困難とおっしゃ

いましたけれども、過去にずっと今までの委

員会の回数とか、そういったものはデータと

して当然あるわけですよね。そうするなら、

そういったデータというもの、確実に高いデ

ータというものを算定基礎にして予算という

ものを出すのが本当だと思います。 

 というのも、特に条例改正と財源は連動し

ていますよね。例えば、新しく条例を出す場

合には、当然財源も掲示しなければいけない

わけですから、今回の条例改正によってこの

予算書がどう変わるのかというのは、ある程

度正しい金額、近い数字を出すのが妥当だと

思うんですが、その点についてはどう考えら

れますか。 

 

○田中総務課長 今回の場合は、基礎月額と

日額になっておりますけれども、基礎月額は

決まっておりますけれども、日額につきまし

ては、活動状況といいますか、その辺によっ

て違いますので、今年度については、そうい

うことで前年並みということでお願いをして

おります。正確なといいますか、その辺の積

算が困難ということでございます。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。 

 田代副委員長御質問のとおり、条例と予算

というのは基本的には当然リンクしていくべ

きものだと考えておりますけれども、今回の

条例改正につきましては、条例改正の概要が

固まりましたのが新年に入ったところでござ

いまして、予算要求時点とちょっと若干のタ
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イムラグもございました。 

 それで、副委員長がおっしゃいましたよう

に、過去の実績からすると、大体３割程度減

という形で、全体としては2,000万から3,000

万程度の節減効果を見込んでおりますけれど

も、そういう事情もございまして、来年度の

当初予算につきましては、前年度と同額の予

算を各委員会に組んでいただいておりまし

て、来年度の実績等を踏まえまして、例えば

減額補正でありますとか翌年度の予算につき

ましては、その実績を踏まえて予算計上する

ような形でお願いしたところでございます。 

 今年度は、確かに若干仮りで出ております

が、今年度はそういう事情でございますの

で、御理解いただきたいと思っております。 

 

○田代国広副委員長 おおむね説明はわかり

ますけれども、この条例というのは、いわゆ

る経費節減ですよね。ねらい、目的でこの条

例を改正するわけですから、当然その目的が

予算書にある程度反映されるのが基本だと思

うんですよ。今の説明である程度納得します

けれども、条例と予算というのは連動してお

るわけですから、その点はしっかりと今後検

討していただきたいと思います。 

 

○大西一史委員 今の熊本県報酬及び費用弁

償条例の一部改正をする条例についてちょっ

とお尋ねなんですけれども、行政委員等のそ

の報酬の見直しに関して、現行報酬の３分の

１程度を基礎報酬として支給するということ

を本県では入れるということでありますけれ

ども、他県ではこの日額だけというところも

結構見られるということなんですけれども、

これはどのくらいの自治体がこうした特例と

いうか、規定を設けているのかどうなのかと

いうことですね。それと、設けていないとこ

ろが何県ぐらいあるのかと、そこの差をちょ

っと教えていただきたいんですけれども。 

 

○豊田人事課長 私ども、現段階で把握して

いるところでございますが、今回、２月議会

におきまして、本県のほか６県で条例改正が

予定されておるところでございます。 

 そのうち、本県と青森県と静岡県が全委員

会を対象に見直すと。ほかのところは一部の

委員会を見直すというところでございまし

て、そのうち青森県が、本県と同じく、日額

と基礎報酬といいますか、月額を併用すると

いうふうに聞いております。静岡県は、全部

日額に変えるというふうに聞いておるところ

でございます。 

 

○大西一史委員 それで、全部日額ではなく

て、この現行報酬の３分の１程度を基礎報酬

として支給する方が妥当だと考えた理由は、

先ほど説明で述べられたようなことなんだろ

うというふうに思いますから、それで結構な

んですけれども、やはり全国的に、じゃあそ

れを設けているところと設けていないところ

の差は一体何なんだというふうに言われる

と、なかなか説明がつかないんじゃないかな

というふうに思うんですよね。やっぱりコス

トダウンということも１つ念頭にあるという

ことなんですが、その辺をどう説明していく

のかというのが１つですよね。 

 それと、あと全体的なコストダウンとして

どのくらいがあるのかというのは、前も伺っ

たような気がしないでもないんですが、委員

会では聞いていませんけれども、大体どのく

らいを想定されるのかをお願いします。 

 

○豊田人事課長 全体としては2,000万から

3,000万程度の節減効果があるというふうに

想定しております。 

 ３分の１につきましては、先ほども申し上

げましたが、なかなか日額だけの活動では御

説明できない職責であるとか活動があるとい

うような形で、これについては、今後いろん

なところでしっかり説明していきたいと考え
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ております。 

 

○大西一史委員 一応、今回、この行政委員

会委員の報酬の一覧とかもいろいろ見せてい

ただいて、ずっと見ているんですけれども、

ある程度、それはやっぱり今まで出ていたも

のをばさっとというわけにはなかなかいかぬ

のかもしれませんけれども、かなりやはり本

県の財政事情は非常に厳しいわけですから、

その辺しっかり説明ができるようなものにし

ていただきたいということです。 

 それで、場合によっては、今後、この３分

の１の部分に関しても、これは委員のその区

分によって違うと思うんですよね。だから、

そこについては、やはり今後引き続き検証し

た上で、改めてそういった３分の１というよ

うな規定を設けないということも視野に入れ

て検討していただきますように、検証も含め

てですけれども、お願いをしておきます。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 12時を過ぎましたので、昼

食のため、１時５分まで休憩したいと思いま

す。 

  午後０時２分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時４分開議 

○森浩二委員長 それでは、休憩前に引き続

き審議を再開します。 

 質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 電子申請システム、情報企

画課ですけれども、39ページ。 

 これについては、過去に私も電子県庁とい

うところからずっと聞いてきて、県民の利便

性を高めるためにということでのあれで、今

回いろいろとまた事業費もついていますけれ

ども、現在の年間の大体利用数、これが大体

どういうふうに推移してきたのかということ

と、やはり当初の想定と比較するとどのくら

いギャップがあるというか、なかなか電子申

請というのは使いにくいというか、あんまり

そういう用途がないというような、ちょっと

聞かないでもないものですから、その点につ

いて、どう現状を評価しているのかというの

をお尋ねします。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 まず、利用件数の推移でございますけれど

も、システム自体は平成16年度から始めてお

りまして、平成19年度までは3,000件ないし

4,000件程度で推移しておりましたけれど

も、平成20年度になりまして３万6,000件と

いうことで、かなり伸びてきております。ま

た、21年度、今年度も２月末現在で約２万6,

000件ということで、20年度は、実は入札参

加資格申請というのが――これは２年に１度

でございまして、これが約２万件ほど占めて

おりまして、それが非常に大きかったわけで

ございますが、今年度はそれがありませんけ

れども、一応先ほど申し上げましたような２

万6,000件ということで、最終的には３万件

近くいくのではないかというふうに今考えて

いるところでございます。 

 当初の予定ということでございますけれど

も、最終的には５万件ないし６万件というふ

うに聞いておりますけれども、先ほど申し上

げたような状況でございますので、引き続き

利用促進策に努めて、それに近づくように持

っていきたいというふうに今考えているとこ

ろでございます。 

 

○大西一史委員 今件数はふえているという

ことで、まあ入札の事務処理関係で申請がふ

えているというのが実態かなというふうには

思っております。 

 やはりいろいろな――しかし、じゃあ県の

業務でどれだけその申請関係に使うのかとい

ったら、やはり県よりもむしろ市町村関係の

 - 30 -



第10回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成22年３月18日) 

そういった需要というのが大きいのかなとい

うふうに思いますが、かなり投資をこれまで

してきたということを考えれば、これはもう

以前から投資効果といいますか、費用対効果

といいますか、そういったことに関してはし

っかり検証をしながらやってくださいよとい

うことを常々申し上げてきましたし、また、

その結果についても、ある程度検証しながら

ここまで進めてこられたと思いますので、そ

の点は評価しているんですけれども、やはり

利用実態ということを考えれば、まだまだ目

標に届いていない部分がありますので、その

点について今後、まあ新年度以降ですね、さ

らに使い勝手のよい電子申請のあり方という

のをまた検討していただきたいということを

お願いしておきます。 

 以上です。 

 

○松永情報企画課長 平成22年度におきまし

ては、行政書士会の方でも、業務上の請求に

このシステムを利用していただくということ

になっておりまして、そこでもまた数千件の

利用が見込まれているところでございます。 

 ただいま委員からございましたように、市

町村とこれは共同でやっておりますけれど

も、さらにいろいろな利用促進策を市町村と

も協議しながら、使い勝手のいいシステムに

なるように努めてまいりたいと思います。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、これで質疑を終

了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第46号、第50号、第58号、第62号、第67

号から第74号まで及び第88号から第90号まで

について、一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認め、一括して

採決いたします。 

 議案第46号外14件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認めます。よっ

て、議案第46号外14件は、原案のとおり可決

することに決定いたしました。 

 次に、本委員会に今回付託されました請願

を議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、請第37号について、執行部から状況

の説明をお願いします。 

 

○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。 

 請第37号八代・天草架橋建設に係る調査に

関する請願につきまして説明を申し上げま

す。 

 請願の趣旨といたしましては、八代・天草

架橋建設に関する地元と共同によるさらなる

調査を求めるものでございます。 

 この八代・天草架橋の構想の検討状況でご

ざいますが、現在、県といたしまして、地元

の調査結果をさらに深めていくために、外部

委託せずに、職員によりまして概算事業費の

検討に必要な情報を整理しておるところでご

ざいます。 

 具体的には、国内の海洋架橋の事例を調査

しながら、事業費試算の前提となります情報

を収集し、整理を行ったり、あるいは周辺海

域での船舶の航行状況も調べ始めているとこ

ろでございます。 

 巨大なプロジェクトでございます本構想を

検討していくためには、整備工法や採算性、

用地補償費も含めた建設事業費やその財源な

ど、検討課題が多岐にわたるところでござい

ます。 

 今後とも、地元市町村を初め関係機関と十

分情報の共有化を図りながら、検討を進めて

いくこととしておるところでございます。 
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 説明は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 ただいまの説明に関して質

疑はありませんか。 

 

○中村博生委員 この請願についてですけれ

ども、議会でも建設促進議連をつくっており

まして、18、19年度で検討関係をし、市町

村、それに民間との共同での調査をしていた

だいております。 

 その調査結果に基づくといいますか、さら

なる調査をやってもらいたいということで、

20年度以降の期成会からの要望は、県による

調査をやってくれという要望であったかと思

います。 

 県財政が厳しい中でもありますし、なかな

かそれができなかったのでありますけれど

も、今回のこの民間期成会、八代と天草のそ

れぞれ代表がおられますけれども、私が平成

14年に県議会に来させていただいて、その当

時は、この八代・天草架橋を質問しようかな

と思っておりましたけれども、何かもう過去

のような話でありまして、これはもう終わっ

たような言い方をされた記憶がございますけ

れども、その後、民間期成会の皆さん方が年

ごとに盛り上がっていただいて、八代市、そ

して上天草市の市議会でも議連を立ち上げて

いただいておりますし、本当に盛り上がって

はきておりますけれども、なかなか調査をお

願いしてもできないような状況が２年ほど続

いております。 

 そういった中で、本当の意味で精査する意

味でも、この調査は私も必要と思っておりま

すし、大変Ｂ／Ｃのことを考えると厳しいの

かなとは思いますが、やっぱり道州制も含め

れば、熊本の観光も含めていろんなことを含

めれば、私は必要な部分であろうと思いま

す。 

 確かに、３県架橋、熊本天草道路はもう先

行してやっておりますけれども、それをやめ

てという意味じゃなくて、知事がよく言われ

るくまもとの夢、やっぱり夢を持って、この

夢のかけ橋という看板もつくってありますけ

れども、そういうことも大事であろうと思い

ますし、今後調査ができるようになって、結

果次第ではだめになる可能性もありますし、

進める場合も出てくる、どっちも可能性的に

はあると思いますので、ぜひともこの請願に

ついては、執行部におかれましても、大変厳

しい状況下にあろうかとは思いますけれど

も、この調査に向けて実現できるように努力

していただければと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、これで質疑を終

了したいと思います。 

 次に、採決に入ります。 

 請第37号についてはいかがいたしましょう

か。 

  （｢採択｣と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 採択という意見があります

ので、採択についてお諮りいたします。 

 請第37号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 御異議なしと認めます。よ

って、請第37号は、採択とすることに決定い

たしました。 

 次に、継続審査となっている請願の審査を

行います。 

 請第33号について、執行部から状況の説明

を願います。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。 

 請第33号私学助成の充実強化に関する請願

について御説明申し上げます。 
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 本請願は、私学助成拡充を求める熊本県実

行委員会からのものでございます。 

 趣旨は、公私立間の学費、教育条件の格差

をなくすため、私学助成の増額を求めるもの

でございます。 

 請願事項は２項目あります。１点目、私立

学校の教育条件改善のため、経常費助成の増

額を求めるものでございます。 

 今議会に提出しております平成22年度当初

予算案では、私学全体で約75億円、うち中学

及び高校で約52億円の経常費を計上しており

ます。昨年度当初予算と比べますと、生徒数

の減少に伴い、予算額自体は若干減少してお

りますが、生徒１人当たりの単価は伸びてお

ります。 

 ２点目、保護者の学費負担軽減のため、学

費軽減制度の拡充を求めるものです。 

 現在、国会において、平成22年度から、す

べての私立高校生等に対し、年額11万8,800

円を助成し、所得に応じた上乗せ助成を実施

する高等学校等就学支援金に関する法案が上

程されております。16日、衆議院を通過し、

年度内成立の見通しとなっておりますが、県

でも、平成22年度当初予算に就学支援金とし

て約22億円を計上しております。 

 この制度が成立しますと、大きな教育費負

担軽減効果がありますが、就学支援金を受け

てもなお授業料負担が残る場合がございます

ので、県としましては、引き続き県による授

業料減免補助制度を実施してまいりたいと考

えております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○森浩二委員長 ただいまの説明に関して質

疑はありませんか。 

 

○馬場成志委員 これにつきましては、３名

の紹介議員がいらっしゃいますが、紹介議員

の会派の皆さん方は、常に大体同じスタンス

で請願に対して採択の方向で活動してこられ

たというふうに思います。 

 私どもは、そのスタンスは若干違っていま

すけれども、ただ、子ども手当でありますと

か高校無償化につきましては、私ども、それ

なりにやっぱり異論はありますが、私学の経

費削減につきましては、私どもも、やっぱり

これは努力していかなきゃいかぬということ

でずっと活動自体はやってきたわけでありま

して、まあ十分ではないかもしれませんけれ

ども、今回、特に２番目の方につきまして

は、結果的にある程度の成果を見ることがで

きるというような状況であるということで、

採択でどうかというふうに思いますが。 

 

○鬼海洋一委員 これに関しては、今お話し

のとおりに、ずっとお願いをしてきた立場で

すから、そういうことであれば、よろしくど

うぞお願いします。 

 

○森浩二委員長 じゃあ、もう質疑を終了し

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 次に、採決に入ります。 

 請第33号についてはいかがいたしましょう

か。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 採択という意見があります

ので、採択についてお諮りいたします。 

 請第33号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 御異議なしと認めます。よ

って、請第33号は、採択とすることに決定い

たしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 
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  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が６件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から順次報告をお願い

します。 

 

○神谷企画調整課長 企画調整課でございま

す。 

 お手元の報告資料で、地方自治法施行60周

年記念貨幣についてという１枚紙をよろしく

お願いします。 

 一番最初の丸で記載しておりますが、地方

自治法につきましては、平成19年で施行の60

周年を迎えております。それを記念いたしま

して、平成20年度から28年度までの間、各県

順番に1,000円貨幣と500円貨幣を発行すると

いうことにされております。 

 本県の発行時期につきましては、財務省に

おいて、平成23年前半、新幹線開業直後とい

うふうに決定されております。 

 その時期は決まっておりますが、デザイン

はこれから決めるということになっておりま

して、県の方から、そのデザインのもととな

るモチーフを提案することができます。この

ため、最終的には国の方で政令で決めること

になりますが、提案する案につきまして、現

在、県庁のホームページにおいて、３月23日

まで、県民からの御意見を募集しているとこ

ろでございます。 

 1,000円貨幣につきましては阿蘇、500円貨

幣につきましては、阿蘇以外の県を象徴する

自然、歴史遺産などをテーマとして募集をか

けておるところでございます。 

 米印になりますけれども、記念貨幣の発行

と同時期になりますけれども、郵便会社から

ふるさと切手が発行されます。そこのデザイ

ンについてもあわせて提案することができま

すので、県民からの御意見を踏まえまして提

案を行ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。 

 総務常任委員会報告資料、熊本私学夢プラ

ンについて御報告いたします。 

 本プランは、昨年12月に熊本私学夢プラン

検討会議を設置いたしまして、以後４回の会

議における検討内容を踏まえ、熊本私学夢プ

ランとして取りまとめたものでございます。 

 お手元に、熊本私学夢プラン「熊本時習館

構想」という冊子を配付しておりますが、後

ほど内容については御確認をいただければと

思います。 

 このプランは、くまもとの夢４カ年戦略に

掲げられております私学振興の推進、それか

ら、くまもと「夢への架け橋」教育プランに

掲げられております私立学校の振興を実現さ

せるための具体的な実施計画として位置づけ

ております。 

 私学支援の方向性として、枠囲みの後段部

にございますが、私学支援の方向性、５本の

柱を掲げております。 

 裏面をごらんください。 

 私学支援の方向性の５本の柱に従いまし

て、この私学支援の具体的な支援策の総体を

熊本時習館構想と名づけまして、来年度、22

年度、23年度の２カ年間、私学振興のための

各種事業を実施していきたいと思っておりま

す。 

 ちなみに、このプランの中には、各私立学

校の22、それぞれ各学校ごとの目標等も掲げ

ておりまして、私立学校と一体となって計画

を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、報告事項２点目でございます。 
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 熊本県次世代育成支援行動計画(後期計画)

策定に係る御報告でございます。お手元にＡ

３の資料４枚とＡ４の資料１枚のとじたもの

を配付しております。 

 この熊本県次世代育成支援行動計画の後期

計画は、少子化対策課の所管で厚生常任委員

会での付託審議となっておりますが、当委員

会に関連する政策も含んでおりますので、計

画の概要について御報告をいたします。 

 お手元Ａ３版資料の１ページをごらんくだ

さい。 

 本計画は、少子化の流れを変え、次世代を

担う子供や家庭を社会全体で支援するため

に、平成15年に策定されました次世代育成支

援対策推進法に基づきまして、各自治体に義

務づけられました10年間の計画の後期５年間

の計画という位置づけです。 

 昨年１月から計画策定作業を開始いたしま

して、民間有識者による協議会や関係団体か

らの意見聴取、パブリックコメントなどによ

り、県民の皆様の声を広く伺いながら策定に

取り組みました。 

 位置づけ、策定体制、経過等については、

資料に記載のとおりです。 

 ２枚目のページをごらんください。 

 後期計画の概要をまとめております。 

 前期計画策定後の社会情勢の変化や県が策

定いたしました熊本県こども輝き条例、くま

もとの夢４カ年戦略などを受けまして、後期

計画の中に盛り込んでおります。 

 また、具体的施策につきましては、県民に

わかりやすい計画となるように、各章ごとに

183項目を記載し、75項目の数値目標を掲げ

ております。 

 これらの政策のうち、総務常任委員会所属

の課、総室に係る事項を、最後のＡ４版の表

に取りまとめております。 

 以上、行動計画の大まかな概要について御

報告申し上げましたが、今後の次世代育成少

子化対策推進の総合的な計画として、来年度

からの５カ年間、関係各課で連携をとりなが

ら少子化対策に取り組んでまいります。 

 以上、御報告申し上げます。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。 

 政令指定都市、市町村合併の推進の状況に

つきまして御報告をさせていただきます。政

令指定都市・市町村合併の推進についてとい

う資料をお願いいたします。 

 資料の文中、アンダーラインを引いており

ますところが、12月の委員会で御報告いたし

ました以降の動きでございますので、そこを

中心に御説明させていただきます。 

 大変申しわけありません。ページを打って

おりませんので、ちょっと見づらいかと思い

ますけれども、まず表紙の次のページの中ほ

どでございますけれども、今月23日に、熊本

市と城南町、植木町が合併し、新しい熊本市

が誕生いたします。 

 熊本市は、平成24年４月の政令指定都市移

行を目指し、準備を本格化させていますけれ

ども、昨年10月27日に、県と熊本市で政令指

定都市移行県市連絡会議を設置しており、現

在事務権限移譲等についての協議を進めてい

るところでございます。 

 このページの下の方、市町村合併について

でございますが、現行の合併特例法である合

併新法は今年度末で失効することとなってお

り、平成11年以来の全国的な合併推進運動に

ついては一区切りとなります。その上で、自

主的に合併を選択する市町村を支援するため

に、合併に際しての障害除去を中心とした内

容に見直し、10年間延長する法律改正案が国

会に提出されております。 

 県としては、市町村の行財政基盤の強化の

ためには、市町村合併は有効な手段の一つで

あると考えておりまして、今後とも、地元の

意向を尊重しつつ、改正合併特例法の趣旨を

踏まえながら、自主的な合併を進めていく必
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要があると考えております。 

 次のページから最後のページにかけまして

は、主な経緯や県の取り組みについて記載し

ております。 

 最後のページ、Ⅱの政令指定都市移行県市

連絡会議における協議の状況についてでござ

いますが、現在、法令必須事務以外の事務に

ついては、市の担当課における事務内容の確

認のほか、住民の利便性向上及びまちづくり

の観点から、移譲の可否についての協議を行

っています。また、法令必須事務について

も、事務の執行体制等について県、市で検討

を行っております。 

 今後ともしっかりと協議を行い、本年10月

から12月ごろには事務移譲等に関する県市協

定を締結いたしたいと考えております。 

 なお、協議の経過や状況につきましては、

熊本市との協議の進捗状況等を踏まえまし

て、随時御報告をさせていただきたいと考え

ております。 

 市町村総室からの説明は以上です。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。よろしくお

願いいたします。 

 チリ大地震によります津波警報への対応に

つきまして御報告をさせていただきます。 

 １枚ものの資料でございます。チリ大地震

による津波警報への対応についてということ

での資料でございます。 

 まず、１の経過でございますけれども、２

月27日15時34分にチリ大地震が発生いたしま

した。翌２月28日９時33分に津波警報が有

明・八代海に、それから津波注意報が天草灘

沿岸に発令されましたので、直ちに県防災セ

ンターで警戒態勢に入りまして、関係市町の

情報収集を開始したところでございます。11

時に災害情報連絡本部を設置いたしまして、

以降、本部長でございます総務部長を初め、

関係振興局を含めた県庁全体で対応に当たっ

たところでございます。飛びまして、16時30

分に災害情報連絡本部会議を開催いたしてお

ります。 

 同時刻の開催となりましたのは、１つに

は、９時37分に気象庁から津波到達予想時刻

が発表されまして、本渡港には17時30分、三

角・八代港等には20時30分の到着予定となっ

ていたことがございます。それから、他県へ

の実際の津波の到達時間がおくれていたとい

うこともございます。３点目に、大津波警報

の出ていた東北３県の津波の状況を確認する

など、可能な限り情報を収集し、的確な対応

を指示することが適当であると考えたこと、

そういったことによりまして16時30分の開催

となったということでございます。 

 会議につきましては、自衛隊協力本部、Ｊ

Ｒ九州もオブザーバーとして出席されたとこ

ろでございますし、また、防災消防ヘリが県

北の方から、それから県警のヘリが県南の方

からと連携しながら監視活動も行っておりま

して、監視映像等も本部の方に受信をしたと

ころでございます。 

 その後、21時22分に三角港で10センチ、25

分に熊本新港で20センチの津波を観測しまし

たけれども、県内では最大20センチとなりま

して、被害等は発生いたしませんでした。 

 次に、２の今後の対応についてでございま

すけれども、本県では、災害情報連絡本部等

につきましては総務部長等の指示により設置

をすることといたしております。 

 今回は、９時33分の警報発令時から直ちに

情報収集等を開始しておりまして、本部設置

は11時でございましたけれども、全体といた

しまして、各部局等も含めましてしっかりと

対応ができたのではないかと考えているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、九州各県では、警報発令と

同時に自動的に本部が立ち上げることとなっ

ておりまして、そのことによるメリットもご

ざいますので、今後本部の自動設置につきま
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しては検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、３の各県の状況についてでございま

すけれども、済みませんけれども裏面の方を

お願いいたします。 

 (1)の全国の本部の設置状況を簡単に御説

明いたしますけれども、真ん中の欄の警報・

注意報発令都道府県が30の都道府県に発令さ

れまして、そのうち20都道府県が本部を設置

いたしております。本県もこの中に入ってお

ります。警戒態勢のみの県が10県ほどござい

ました。 

 それから(2)の九州各県の対応状況をかい

つまんで御説明申し上げます。 

 まず、左から３欄目の対応職員数でござい

ますけれども、こちらにつきましては、各県

11人から110人の対応となってございまし

て、本県では46人で対応したという状況にご

ざいます。 

 それから、１つ欄を飛びまして、右から２

つ目の欄でございます。 

 先ほど申し上げましたように、各県、本部

が自動設置となっておりまして、九州各県は

９時33分に設置をされております。本県につ

きましては、自動設置でございませんでした

ので、11時に設置したという状況にございま

す。 

 それから、一番右の欄の会議回数でござい

ますけれども、本部会議を開催いたしました

ところは本県と佐賀県のみでございます。そ

れから、本部要員の会議につきましては、本

県と福岡県、大分県のみということになって

おります。 

 以上、簡単に御説明申し上げましたけれど

も、初動から本部体制での対応に至りますま

で、本部長以下、危機意識を持って対応に当

たったということで御報告をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

対策課でございます。 

 お手元の川辺川ダムに関する最近の状況を

ごらんいただきたいと思います。 

 まず、球磨川の治水でございます。 

 ダムによらない治水を検討する場、第６回

会議が昨年末の12月に開催されております。

国から示されました治水対策、四角の括弧の

中にございますが、①のア)でございます。

直ちに実施する対策、これは八代・萩原地区

の堤防の強化、それから中流部の宅地かさ上

げ、それからソフト対策等が主な内容でござ

います。 

 次に、イ)の実施に向けた検討に直ちに着

手する対策としております。これは、下流部

の掘削、市房ダムの再開発、かさ上げ済み地

区への対応などでございます。これを実施し

た場合についての検討が行われたわけでござ

います。 

 次回、第７回会議は、現在調整中でござい

ますが、県といたしましては、(2)の今後の

対応方針にありますように、流域住民の不安

を早急に解消するため、一刻も早く治水対策

がまとめられるよう、今後とも全力で取り組

んでまいる所存でございます。 

 次に、五木の振興でございます。 

 ２月に本委員会、それから建設委員会とと

もに五木の現地視察をいただいております

が、その前後としまして、２の(1)の①②で

ございますが、村議会及び村民との意見交換

を村執行部とともに実施しております。 

 現在、これらの意見を含め、村との協議を

重ねまして、平成22年度に実施いたします実

施計画、これを取りまとめているところでご

ざいます。 

 (2)のところにございますが、平成22年度

の実施計画は、総事業費が約８億、このうち

基金から村の事業に充てますのが約6,000

万、県の事業に充てますのが2,000万、計8,0
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00万を基金から充てることとしております。 

 最後の今後の方針でございます。 

 ふるさと五木村づくり計画につきまして

は、これを着実に推進していくこと、さら

に、国の新法制定に向けた再建の考えを発信

できるよう、村と一致協力していくこととし

ております。 

 また、国に対しましては、新法について、

その概要が明らかになっておりませんので、

速やかにその内容及びスケジュール等を示し

ていただきたいこと、それから、地元の意見

を聞くために再度訪問するということが示さ

れておりますので、それを速やかに実現して

いただきたいこと、それから、十分な意見聴

取をお願いし、その意見を新法に反映するな

どのことを、引き続き国に働きかけていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 以上で報告は終了しました

ので、質疑を受けたいと思います。質疑はあ

りませんか。 

 

○大西一史委員 ちょっと気になったのは、

危機管理・防災消防総室のこの自動設置です

ね、条例等の。これは何で自動設置になって

いなかったんですかね、うちの県は。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 詳しい経

緯はちょっとわからないところがございます

けれども、やはり災害でいろんなケースがご

ざいますので、それで単純に自動設置すると

いうことでなくて、状況を判断して設置する

ということではなかったかと、認識はそうい

う認識でおります。 

 

○大西一史委員 ただ、ほかの県を全部見る

と、自動設置して――ただ、これは本部を設

置しても会議はしないというようなことで、

実際にほかの県で――佐賀県は違うけれど

も、ほかの県はやっていないわけですね、会

議も何も。だから、自動設置するそのメリッ

トって一体何なのかなということがよくわか

らないわけですよね。その辺をちょっと教え

ていただければと思います。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 大きく言

いますと、自動設置いたしますと、災害対応

職員を呼び出す手間が省ける、自動で参集す

るという形になりますので、それが一番大き

いところかなと考えております。それから、

最初から本部を設置したということでありま

すと、少し意識も変わるのではないかなとい

うところはあるのかなと。そういったところ

が大きいところかなとは考えております。 

 以上です。 

 

○大西一史委員 だったら、それはもう自動

設置にしとった方がいいんだろうし、一応そ

れは総務部長の判断で招集するというような

ことでこの規定ではなっとったわけですよ

ね、熊本県の場合は。そういうことで、総務

部長、ちょっとこれはどういう――要は、危

機管理体制として、本当十分だったかどうか

ということなんですよね。 

 

○松山総務部長 先ほど御説明申し上げまし

たように、ちょっとこれは規定の仕方の違い

でございまして、よその県は、とにかく警報

と同時に本部を立ち上げたことになるという

機能の仕方をしております。本県の場合は、

今回の場合もそうだと思いますけれども、本

当に本部を立ち上げてきちっとした態勢をと

るのについて、一応総務部長なりが判断をす

るというようなことになります。そういう規

定になっております。 

 今回の場合は、警報発令と同時に到達時間

というのがあらかじめ何か予測されておりま

して、そこも発表されておりました。それが

本県の場合は有明海、八代海でございますの
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で、恐らく午後５時半から８時ぐらいという

ような予測が出ておりましたので、だから、

これは11時にやはり本部を設置するという判

断を、それでも十分対応できるという判断を

いたしまして、11時設置という判断をいたし

たわけでございます。 

 しかしながら、先ほど申し上げております

ように、九州各県では我が県だけがそういう

体制をとっておりますと、外から見ますと、

何かおくれているんじゃないかとか、そうい

う印象を持たれるところもございまして、初

動体制はほとんど変わらないんですけれど

も、そういうこともございますので、しっか

りこの辺は、もう一度こういった設置の仕方

につきましては検討してまいりたいというよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 一応、初動体制としていろ

いろな対応の仕方はあると思いますし、必ず

しも自動設置をすることですべてが機能する

というふうには私も思いませんので、やはり

そういう意味では人間の判断とか、いる人た

ちの中でどういう状況判断をしていくかとい

うことも大事なので、その体制のあり方とい

うのは、必ずしも他県とすべて一緒である必

要はないというふうに思いますが、やはりさ

っき部長がおっしゃったとおり、不安を持た

れかねない状況だといかぬということもあり

ますし、それと、体制の名称も違うし、何か

災害警戒本部となっているんだけれども、う

ちだけ情報連絡本部となっとるとか、何とな

くこの辺の対応のあり方というのは、少しや

っぱり見直して、実際にしっかり動くような

体制をとっていただけるように。県民に不安

を与えないように、そして有事の際にそうや

ってきちっとした体制がとれるように努めて

いただきたいということ、これはお願いをし

ておきます。結構です。答弁は要りません。 

 

○鬼海洋一委員 ちょっと関連でいいです

か。 

 今回の連絡本部の設置のことについては、

今話があった、それでいいんですが、これは

情報連絡本部ですよね。対策本部と、その状

況に応じていろいろ名称はあるんでしょうけ

れども、例えば、ものすごい台風が来るとか

というその本部と今回の情報連絡本部と、組

織の違いがあるんですか。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 組織的に

は違いはございません。対応は同じような対

応をとらせていただいております。 

 

○鬼海洋一委員 それで、この本部会議の開

催について…… 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 ちょっと

補足します。間違いじゃないんですけれど

も、災害対策本部の本部長は知事でございま

す。情報連絡本部は総務部長が本部長という

形になりますので、その違いはございます。 

 

○鬼海洋一委員 その規模に応じて違うとい

う、というのが、なぜかというと、この連絡

本部に自衛隊の協力本部あるいはＪＲが出席

されたということで載っておりますけれど

も、じゃあ通常知事が招集される対策本部に

ついては、そういう民間の方々はどの程度構

成員として入っているんですか。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 対策本部

につきましては、関係機関の方は入ってござ

いません。本部自体は、県庁の組織内のメン

バーになります。 

 

○松山総務部長 ちょっと補足させてもらっ

ていいですか。 

 今回、情報連絡本部の方に直ちに自衛隊の

方から人を派遣していただきまして、これは
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自主的に本部の方に詰めていただきまして、

これは日ごろの連携の成果かなと思っており

ますけれども、会議にも自衛隊も参加してい

ただきまして、ＪＲ九州からも参加していた

だいた。これは、こちらから要請して出てく

ださいということじゃなくて、自衛隊の方か

ら自主的に本部においでいただいたというこ

とで、大変ありがたいことだというふうに思

っております。 

 

○鬼海洋一委員 ＪＲもですか。そうした

ら、その16時30分に会議を開催されたとき

に、その時間を事前に察知をされて自衛隊の

協力本部なりＪＲが参加されたということで

すか。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 情報連絡

本部を設置いたしますと、関係機関がござい

まして、自衛隊とかもそうですけれども、そ

ちらの方に通知をするという形になります。

それから、本部会議を開きますときも、通知

を今回させていただきましたので、それで御

参加をされたということでございます。 

 

○鬼海洋一委員 といいますのが、かつて私

も何回か御意見を申し上げたというふうに記

憶しているんですが、今回は津波という、あ

れは限定された場所のことですから、この情

報連絡会議ということで、今おっしゃったよ

うな対応でよかったんだろうというふうに思

うんですが、大規模の災害ということになれ

ば、その災害対策本部を設置するということ

になりますと、特にライフラインですね。事

前から、例えば、電力だとか、あるいは通信

だとか、あるいは警察だとかという、そうい

う規模の対策本部の設置というのはあるんで

すか。あるんでしょう。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 メンバー

ではございませんけれども、例えば災害対策

本部を設置いたしましたときには、自衛隊か

ら連絡員ということで参られますし、警察も

そうですし、ライフラインの方々も、県から

の要請でお願いすることもございますし、関

係機関の方から参加させてくれということで

おいでになられることもございます。 

 例えば、大きな地震等がございましたとき

には、今おっしゃいましたように、ライフラ

インの件は非常に重要な件でございますの

で、そうしたときには災害対策本部の方に連

絡員といたしまして来ていただくような措置

は――現在まであんまりそういった大きな地

震はありませんでしたけれども、そうしたこ

とで取り扱っていきたいとは考えておりま

す。 

 

○鬼海洋一委員 ぜひ、今後の検討の課題に

していただきたいというふうに思うんです

ね。というのが、私、実はもともと九州電力

におりまして、災害のときには、全部寸断さ

れて電気がつかないとか、そのことによって

水道が出ないとかという、さまざまな生活に

かかわる問題があるんですね。交通の体系の

問題、支援をどうするかという問題。 

 だから、そういうことを事前に統括的に対

応を準備しておかなければ、いざ事が発生し

たときのスムーズな対応というのはできない

ものがいっぱいありますから、かつて何回か

そういう要望を申し上げておりましたが、そ

れは確かに規模の問題、ランクの問題がある

というふうに思うんですけれども、やっぱり

そういうライフラインにかかわる対策本部の

設置のあり方については、いずれかの場所で

ぴしっと――これは県だけではありません。

地域振興局単位でもそうですね。地域振興局

単位ではなかなかできていない、そういうこ

とも含めて、この災害対応の体制については

ぜひお考えいただきたいということを、この

際、要望として申し上げておきたいと思いま

す。 

 - 40 -



第10回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成22年３月18日) 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 先ほど体

制等につきましては御説明させていただきま

したけれども、今おっしゃいましたライフラ

インの関係とかにつきましては、日ごろから

訓練等を実施しておりまして、きちんと連携

がとれるような形で何回も訓練を重ねている

というような状況にはございます。 

 

○中村博生委員 今回はチリの地震による津

波で、到達時間も結構時間があったというこ

とで余裕、余裕があったわけじゃないんでし

ょうけれども、本部から各市町村に連絡がい

ったと思いますよね。県から、振興局から、

各市町村に言う体制になっとっとでしょう。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 はい。 

 

○中村博生委員 これはチリだったけんいい

ものの、県内が震源地だったと想定した場

合、地震の被害もある、津波も来るかもしれ

ぬという、本当の危機的状況のもとにやっぱ

りそういった体制を再編しとかんといかぬと

かなと思うし、今、やっぱり各市でも、防災

危機管理は結構充実してきとると思うとです

けれども、私のところは海べたで、今回連絡

があったのは、樋門を閉めてくれとか、水門

を閉めてしもうとってくれとかあったんです

が、大変情報的に早かったからいいと思いま

すけれども、大した被害もないですよね、10

センチとか20センチの津波ということであり

ますけれども、やっぱりそういった本当の意

味での、我が県で起きたときの想定――もち

ろんされとると思いますけれども、その辺も

ぴしゃっとしていただきたいなと思いますけ

れども、この九州各県の状況、素人考えで言

えば、沖縄、鹿児島、これは私はもうちょっ

と早う津波が到達するような状況にあったと

かと思うとですが、会議も何もなしというこ

とでありますよね。この辺は、県として、こ

ういった状況的なものは何かわかりますか。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 各県、ど

うして開かなかったかというところまでは、

ちょっと今回お尋ねはしておりません。 

 

○中村博生委員 だから、素人感覚じゃ早う

――沖縄なんかが一番津波が来そうに思うじ

ゃないですか。それでよかつかなと思うて。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 推測で言

ってよろしいのかどうかわかりませんけれど

も――沖縄、鹿児島の方は、多分、東北の方

への津波の状況とか、そういったのを勘案さ

れたのではないかなということでは思ってお

りますけれども…… 

 

○中村博生委員 地球は丸かつだろうけんよ

うわからんばってんが、まあよその県で済み

ませんばってんが。 

 

○富田危機管理監 今若杉総室長の方から言

ったとおりなんですけれども、私は、会議を

する前に、東北の方の津波の状況を把握をし

ておりましたときに、最大の津波を出したと

ころは岩手県の久慈港というところですけれ

ども、ここが１メーターから３メーターぐら

いの津波が発生するだろうというふうに言わ

れていたんですけれども、最終的に90センチ

ぐらいの津波であったということが会議の前

にわかりました。最後の最後――第２波、第

３波はちょっと把握しておりませんけれど

も、そういうことでございましたものですか

ら、そういうことを勘案しながら各県も対応

されたんじゃなかろうかなというふうに考え

ております。 

 

○松山総務部長 さっき委員がおっしゃいま

したように、もともと我々の危機管理体制と

いうのは、やっぱり県内とか身近で起こった
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ときは直ちに対応するというのがもちろん基

本でございまして、むしろ今回の場合が、あ

らかじめ到達時刻が予測されて出てきたもの

ですから、多少何かその対応が、むしろ通常

のやつと違ったまれなケースになったのかな

と思っております。 

 もちろん、我々としましても、県内であり

ますとか、周辺で起こった緊急な地震等の際

には、緊急に対応するような体制は日ごろか

ら訓練でとっておるつもりであります。 

 

○鬼海洋一委員 簡単に、五木村振興の件で

すが、この前視察をさせていただきました。

あそこの中でも若干質問も出たわけですが、

肝心な移転地跡の活用について、やっぱりこ

こをどうするかということが含まれてこない

と、なかなか十分な振興策がとれないのでは

ないかというような思いがあるんですね。 

 この前は、ちょっとその質問がありました

けれども、十分な議論をするということがで

きませんでしたので、何か移転地の活用につ

いて問題があれば、あるいは現状はどういう

ぐあいに進んでいるのかということについ

て、少しお聞かせいただきたいと思います。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 五木の振興

関係、特に現在、委員がおっしゃいましたよ

うに、水没予定地が大変重要な課題になるの

ではないかというふうに考えています。 

 ただ、この前もございましたように、村と

しては、やはりまだダム前提のお話を堅持さ

れておるものですから、なかなか公の場で水

没予定地等についての議論をすることができ

ないというような思いがあられます。それは

そうかなと思います。 

 ただ、村の議会の中で、それから、やはり

今後、将来に備えていろんな選択肢があるの

ではないかと、その中でやはり議論のたたき

台として村議会の中できちんと議論しようと

いうお話。それから、私どもが、昨年11月に

この計画ができましたときにお邪魔して、村

民の皆さんに直接御説明した際にも、やはり

村民の方から、素朴な疑問として、水没予定

地はどうなるんだというようなお話。やはり

村執行部にもその腹づもりはありますが、ま

だ若干いろんなところでちょっと踏み込めな

いというような状況があると思います。 

 ただ、私どもとしては、やはりそういうよ

うな状況はございますが、村の方に今お話を

しているのは、いろんな状況はありますが、

やはり水没予定地というのは大変大きな問題

であると、これをいかに振興のために使って

いくのかということは、やはり腹を割ったと

ころできちんと話をしていきたいというお話

を既にやっているところでございます。今

後、徐々にではございますが、そういうこと

にお話が移っていくのではないかと思ってお

ります。 

 

○鬼海洋一委員 非常にデリケートな思いの

上での問題もありますから、なかなか私たち

が簡単にそうしなさいなんていう話はできな

いというふうに思うんですが、しかし、やっ

ぱりそこにどう議論として到達するかという

ことがなければ、本当の意味での振興策は出

てこないのではないかというふうに思ってい

ます。早くそうなるように、また努力をいた

だきますことをお願いしておきたいと思いま

す。 

 

○森浩二委員長 ちょっと関連で、課長、い

いですか。 

 水没する場合、しない場合と考えて、現在

の橋梁あたりは残っとですかね。新しい橋

が、頭地大橋ができても、下にある今の橋、

そういうのはどうなるんですか。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 今現在頭地

大橋というのが下にございます。石の橋で大

変古いものでございますが、それを、今お話
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がございました、水没予定地をどういうふう

に利活用するかという中で、やはりそういう

議論は出てくるのではないかと思います。 

 今、一般的に村の方で、だれでもそうなん

ですが、やはり水没予定地を観光の側面か

ら、いわゆる川に親しむ場面として利用でき

ないのかとか、いろんなお話が出ておりま

す。あとは農地として利用できないのかです

ね。その大きな話の中で、じゃあ道路を含め

て橋梁、そういうものをどういうふうに整備

するのかというのが出てくるのではないかと

思っています。 

 現在の橋がどういうふうになるかというの

は、ちょっと私どもではお話はまだ確認して

いないところでございます。 

 

○内野幸喜委員 もう会議自体も終了してい

ることなんですけれども、ちょっと気になっ

たのでお伺いしたいんですが、この私学の夢

プランの検討会議の委員の先生方、皆さんす

ばらしい方ばかりだと思うんですが、すべて

熊本市内の方なんですね。 

 何でこういうことを聞くかというと、実は

私も、この前、ああそうだったのかと初めて

思ったんですが、本県の教育委員会の教育委

員の方も、皆さん熊本市内の方だということ

をちょっとこの前の本会議で初めて知ったん

ですが、それぞれ熊本には、例えば私立高校

も、八代にもありますし、菊池、山鹿、玉

名、荒尾と、それぞれ１校ないし２校あるん

ですね。そういったところの地域間格差が出

ないような形でいろんなことも進めていって

もらいたいんですが、これはもう当然私学側

から推薦で入られたということなんですね。 

 

○広崎私学文書課長 委員御指摘のとおり、

例えば私学協会あるいは私立学校の保護者会

に推薦を依頼いたしまして、その中から御推

薦された方が入ってみえましたので、私ども

としましては、たまたま熊本市内の方たちば

かりになってしまったというふうに考えてお

ります。 

 以後、こういった会議を催しますときに

は、必ず地域への配慮もいたしながら委員選

定を行いたいというふうに思っております。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。――なければ、これで報告に対する質疑

を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○大西一史委員 もうこれは冒頭総務部長が

謝罪をされましたのであれなんですけれど

も、きのう、それこそ報道で知った球磨地域

振興局の職員が逮捕されたと。しかも、トイ

レに盗撮といいますか、そういったカメラを

仕掛けていたというようなことなんですけれ

ども、これは――まあ、今から事情はいろい

ろ取り調べ等々があるんだろうと思うんです

けれども、そういう――どういう職員だった

んですかね。 

 そもそも、これは、こういう、何というか

な、性癖と言うと変だけれども、余りにもち

ょっとこういう情けない報道というか、犯罪

がなされて、そういう報道がなされるという

ことは、本当にまじめにやっている職員はば

かを見るというような感じで非常によろしく

ないなと思って、きのうはこのニュースを見

て残念に思っていたところなんですが、これ

はどういう職員だったのかというのは、何か

把握されていますか。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。 

 委員おっしゃいましたように、昨日逮捕と

いうことで、我々も非常に驚いたところでご

ざいます。 

 この職員につきましては、仕事ぶりについ

ては特段問題はないというような形で聞いて

おるところでございますけれども、日ごろの

行状でありますとか、今回に至った背景、そ
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の他につきましては、本人に今後事情聴取、

それから所属等を含めて関係者を事情聴取し

た上で厳正に対処したいと考えております。 

 

○大西一史委員 非常に公務員の不祥事とい

うのは、普通の何か民間の会社員の不祥事よ

りも、さらに大きくやっぱり信頼を失墜させ

るものであるし、組織に与えるダメージとい

うのは非常に大きいわけですよね。5,000人

以上おる職員を、しっかりその辺を細かいと

ころまで見ていくのは本当に大変なことであ

ろうかと思いますけれども、やはり公職にあ

るということを考えれば、こういったことを

起こさない体制といいますか、やっぱりふだ

んから、まあプライベートまであんまり立ち

入って上司がマネジメントすることはできな

いかもしれないけれども、その辺の――ちょ

っとおかしいんじゃないかとか、そういった

ことを、こういうことが起きないようにする

ためには、何か対策を考えないかぬと思うん

ですよ。 

 今回の一件を受けて、どういうふうに今後

再発防止とか、そういった職員に対してのい

ろいろ対応といいますか、を考えておられる

のかというのをちょっと聞かせてください。 

 

○豊田人事課長 確かに、今回の場合は、

夜、いわゆる公務外での非違行為ではありま

すけれども、やはり先生おっしゃいましたよ

うに、公務員としての自覚といいますか、そ

ういうことについて、やはり希薄になってい

る部分があるのではないかというふうなとこ

ろは、大変危惧しておるところでございま

す。 

 昨年からいろいろありまして、それについ

ても、さまざまな機会に所属長の研修であり

ますとか、職員に対する研修とか、特に法令

遵守についても、職場研修も含めて行ってき

たところでございますけれども、今回こうい

う事態が発生したということをさらに深刻に

受けとめまして、新年度におきましては、例

えば、新任所属長に対する研修の中で、法令

遵守について、一番服務監督をします、例え

ば新任の係長でありますとか、所属長も含め

た研修をさらに強化しますとともに、あらゆ

る機会に徹底を図っていくような形の対応

を、全庁的にさらにしっかり取り組んでまい

りたいと考えているところでございます。 

 

○大西一史委員 厳しくやって受けとめてい

ただきたいというふうにお願いします。 

 

○鬼海洋一委員 少し時間は来ておりますけ

れども、しばらくおかしいただきたいと思い

ます。 

 坂本部長、ちょっとお尋ねしたいというふ

うに思うんですが、昨年の11月議会、私ども

の会派の渡辺議員が空港駐車場の管理のあり

方について質問をいたしました。彼にとって

は４回目の質問でしたけれども、あの中で指

摘いたしましたように、年間の駐車場の収入

が２億6,826万、これは平成20年ですね。ず

っと積算いたしますと、これは30年間、同じ

ような状況で徴収をされている。これが、経

営そのものは空港環境整備協会というのが管

理をして、結局、熊本県の皆さん方が、そこ

に駐車をして得た収入そのものが全部外に持

っていかれると、これは不合理ではないか

と。だから、何とかして空港の駐車場の管理

を、我が熊本県なりあるいは空港ビルディン

グ、ここに移すようにするべきではないかと

いう質問が、実は11月の質問ですね。 

 そのときに、お答えになりましたのは、管

理のあり方について努力をしていると、努力

するというお話でしたが、その後、わずかの

期間しかたっておりませんけれども、どうい

うようなことを、今申し上げましたような指

摘に基づいてなされているのか、まず質問し

たいと思います。 
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○坂本地域振興部長 その後の状況ですけれ

ども、まず、空整協から、管理権を県なり、

あるいは空港ビルディング、あるいは民間企

業に移管するというあり方の問題とは別に、

当面、今空整協が管理している駐車場料金そ

のものが高いんじゃないかという問題意識の

もと、空整協に対して、数次にわたり値下げ

の要請をやっております。 

 これに対する回答でございますけれども、

私ども、ややその空整協の言い方の中に検討

の余地があるような含みを感じておったんで

すが、実は２月にうちの髙田総室長が厳しい

態度で値下げについて求めたところ、空整協

全体の今の経営状況の中で、それはかなり難

しいんじゃないかという回答でした。それ

は、私ども、値下げについては引き続き働き

かけていきますが、それが１つの動きでござ

います。 

 もう一つは、空整協につきまして、国の方

の動きを注視しております。前原国土交通大

臣は、この空整協についてはあり方を見直す

というふうに明言しております。あるいは、

先ほども議論になりましたが、今ある公益法

人が、すべての公益法人についてスクリーニ

ングにかけられて一般財団法人と公益法人に

移行する。これについて、私どもなりにスタ

ディーしてみると、どうもこの空整協という

のは、公益事業比率が50％を超えているよう

には思えないので、一般財団法人になる、つ

まり公益法人として維持できないんじゃない

か。そういうふうなことからもあるいは国の

見直しの方針があることからも、空港駐車場

の管理については、早晩、国における制度検

討がなされ、県においても真剣な受け皿の検

討が必要であろうという見込みを立てており

ます。これは我々のスタディーです。 

 最後に、そのような見込みのもと、じゃあ

どのような形で国に提案を行えば、県民の方

々に安い値段で駐車場を使っていただけるよ

うなスキームにどうしたらなるんだろうか。

つまり、底地は国が持っております。国が国

有財産行政の一つの観点であるところの収益

最大化という観点に立って、空整協が管理す

るのではなく、他に委託するときに、国有財

産の収益が大きくなればいいという観点で、

底地のレンタル料が値上げするようなことに

なってしまうと、見直しはしたけれども、駐

車料金が下がらないというふうなことになっ

ては元も子もないので、どのような形の入札

なりを国に対して求めていけば、県民の方々

の利便性が増すのかというスタディーを、複

数の既に民間委託している駐車場のケースが

ございますので、それを今かなり詳細なスタ

ディーを開始しているところでございます。 

 今まさにホットに国において空整協の見直

しをしているところに、私どもの方で、いわ

ゆる管理権の奪回と言うんでしょうか、そう

いうものを旗を上げて求めていくことが賢い

のか、あるいはその動きを見ながら作戦を練

っていくのがいいのか、そんなことを日々考

えている、検討している状況でございます。 

 

○鬼海洋一委員 現在の認識については、大

体同じではないかというように思うんです

ね。実は、前回の事業仕分けの中で、この空

整協を含めた法人が問題指摘を受けて、その

中で改革、改善されるんではないかという期

待を持っておりましたが、第１次の中ではこ

れは対象に入らなかったんですね。ところ

が、今回は、枝野行政刷新相、事業仕分けの

第２段でこの必要性の検証を進めるというよ

うな方向性を今出されました。しかも、お話

しのとおりに、前原国交大臣も、そういう方

向でむだなものについては切っていくという

ようなお話のようでありまして、恐らく今回

は間違いなくこの空港環境整備協会もその対

象の中に入ってくるだろうというふうに大体

受けとめていいのではないかと思うんです

ね。だから、そのときに、じゃあどこが受け

皿となっていくのかということについては、
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極めて重大な問題だと思います。 

 ずっと私どもも主張してきましたように、

空港ビルディングあるいは県、ここが受け皿

になるべき方向を導き出すということが非常

にいいのではないかというふうに思っていま

す。 

 実は、平成17年には、松野官房副長官、こ

の問題について、非常に長い関心を持ちなが

ら取り組みをいただいているわけですが、彼

が、その当時の国交大臣に決算行政監視委員

会で発言をされまして、空港環境整備協会に

ついては民間事業でできる仕事だから、同協

会はもう使命を終えているので、地元にやり

なさいよというような、こういう国会内での

質問もやられているわけですから、その意味

では、蒲島知事ではありませんけれども、具

体的に問題を要望できる一つのルートという

のは確保できているんではないかと。ベクト

ルは同じ状況の中でですね。ですから、そう

いう意味では、早急に空港ビルあるいは県、

受け皿をつくっていただくことを強く求めて

おきたいというふうに思います。 

 そして、それをすることが、今お話にもあ

りましたように、価格の問題ですね。駐車料

金の問題、せっかくやるとすれば、空港周辺

の今の状況というのは、まさに空からおりて

きて、熊本県に入ってきた人たちが見たとき

に、駐車場の林立する問題等を含めて整備し

ていかなきゃならない課題が同時に、これか

らの観光という意味での課題も含めて、ある

んじゃないかというふうに思っていますか

ら、そういうものも一挙に解決できるような

取り組みが、これはもう時宜に合った、まさ

にタイムリーな課題ではないかというふうに

思うんですが、その件についていかがでしょ

うか。 

 

○坂本地域振興部長 おっしゃいますよう

に、駐車場の管理のあり方、単にどこが徴収

して料金は幾らでということのみならず、空

港におり立った方が、どのように阿蘇なりあ

るいは熊本中心部にアクセスしていくには、

どういう形をとることが便利がいいのか、あ

るいは空港周辺にどういう施設があることが

望ましいのか、トータルな検討が必要だと思

いますので、あわせて空港全体の活性化の中

でも、そういう観点を踏まえながら検討して

まいりたいと考えております。 

 

○鬼海洋一委員 今お話がありましたよう

に、これはもう単体ではなくて、熊本空港あ

るいは熊本県の観光の将来ということも含め

て、タイムリーな受け皿、それから方向性が

出るような取り組みをやっていただきますよ

うに、強くお願いしておきたいというふうに

思います。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑は。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 ないですか。――なけれ

ば、以上で本日の議題は終了いたしました。 

 最後に、陳情書等が３件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午後２時13分閉会 

 

○森浩二委員長 なお、本年度最後の委員会

でございますので、一言ごあいさつを申し上

げます。 

 この１年間、田代副委員長を初め委員各位

の御協力をいただきながら委員会の活動を進

めてまいりましたが、委員各位におかれまし

ては、県政の抱える重要な諸問題につきまし

て、終始熱心な御審議を賜り、まことにあり

がとうございました。 

 また、各部局長を初め執行部の皆さんにお

かれましても、常に丁寧な説明と答弁をいた

だき、また、諸問題につきましても、迅速か
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つ真剣に対応していただきましたことに対し

まして、心から厚く御礼申し上げますととも

に、昨年４月から総務委員長として委員会活

動をしてまいりましたが、ふなれのため、執

行部の皆様には大変御迷惑をおかけしたこと

と思います。ようやくなれてきたところです

が、１年間とは早いもので、総務委員長とし

ては今月で最後となりますが、今後も県勢発

展のため努力してまいりますので、今後とも

皆様方の御協力をお願いいたします。 

 また、執行部の皆様で勇退される方におか

れましては、長い間県政に携わっていただ

き、御苦労さまでございました。今後とも、

県勢発展のため、お力添えをいただきますよ

うよろしくお願い申します。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆さんの今後のますますの御健勝と御活

躍を祈念いたしまして、簡単ではございます

が、ごあいさつとさせていただきます。 

 続きまして、副委員長からごあいさつをお

願いします。 

 

○田代国広副委員長 それでは、私から一言

ごあいさつをさせていただきます。 

 １年間、森委員長のもとで委員会運営に努

めてまいりましたが、委員各位におかれまし

ては御指導、御鞭撻をいただきまして、大変

ありがとうございました。 

 また、執行部の皆さんにおかれましても、

真摯に対応していただき、大変ありがたく思

っております。 

 県行政は極めて厳しい現状でありますけれ

ども、皆さんとともに努力しながら、県行政

がさらに発展しますことを心から期待しなが

ら、ごあいさつとさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

 

○森浩二委員長 大変お疲れさまでした。 

――――――――――――――― 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  総務常任委員会委員長 
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